
株式会社グローセンパートナー 執行役員・ディレクター　吉岡利之
人事用語辞典
■■■■■■■■いま さ ら 聞 け な い

　人事労務管理は社員の雇用や働き方だけでなく、経営にも直結する重要な仕事ですが、制度に慣れてい
ない人には聞き慣れないような専門用語や、概念的でわかりにくい内容がたくさんあります。そこで本連
載では、人事部門に初めて配属になった方はもちろん、ある程度経験を積んだ方も、担当者なら押さえて
おきたい人事労務関連の基本知識や用語についてわかりやすく解説します。

第41回 「フリーランス」

第42回 「最低賃金」

第43回 「タレントマネジメント」

第44回 「フレックスタイム制」

第45回 「春闘」

第46回 「ウェルビーイング」

第47回 「出向・転籍」

第48回 「役員報酬」

第49回 「裁量労働制」

第50回 「副業・兼業」
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第41回

フ
リ
ー
ラ
ン
ス
と
い
う
用
語
は
、
柔
軟
な
働
き
方
の

一
形
態
と
し
て
近
年
ま
す
ま
す
目
に
す
る
機
会
が
増
え

て
い
ま
す
。
一
方
で
、
具
体
的
な
内
容
が
わ
か
ら
ず
に

使
わ
れ
が
ち
な
用
語
で
も
あ
り
ま
す
。

フ
リ
ー
ラ
ン
ス
と
は
働
き
方
を
示
す
用
語

ま
ず
押
さ
え
て
お
き
た
い
の
は
、
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
は

法
律
上
の
用
語
で
は
な
い
と
い
う
点
で
す
。
そ
の
た
め

情
報
に
よ
っ
て
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
を
さ
す
範
囲
や
対
象
者

数
が
異
な
っ
て
い
る
状
況
で
す
が
、「
フ
リ
ー
ラ
ン
ス

と
し
て
安
心
し
て
働
け
る
環
境
を
整
備
す
る
た
め
の
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
」※1
を
み
る
と
、「
実
店
舗
が
な
く
、
雇
人

も
い
な
い
自
営
業
主
や
一
人
社
長
で
あ
っ
て
、
自
身
の

経
験
や
知
識
、
ス
キ
ル
を
活
用
し
て
収
入
を
得
る
者
を

指
す
」
と
あ
り
ま
す
。
内
閣
官
房
の
統
一
調
査
で
は
、

①
自
身
で
事
業
等
を
営
ん
で
い
る
（
自
営
業
で
あ
る
）、

②
従
業
員
を
雇
用
し
て
い
な
い
、
③
実
店
舗
を
持
た
な

い
、
④
農
林
漁
業
従
事
者
で
は
な
い
、
と
い
う
「
働
き

方
」
の
要
件
を
満
た
す
も
の
を
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
と
し
て

対
象
者
数
を
試
算
し
て
い
ま
す
。

個
人
事
業
主
と
混
同
さ
れ
が
ち
で
す
が
、
個
人
事
業

主
は
、
自
身
で
事
業
を
営
む
に
際
し
て
、
法
人
を
設
立

せ
ず
に
、
税
務
署
に
対
し
て
「
個
人
事
業
の
開
業
・
廃

業
等
届
出
書
」
を
提
出
し
た
も
の
が
対
象
と
な
る
「
税

法
上
」の
区
分
を
さ
し
ま
す
。
一
方
で
、①
〜
④
の「
働

き
方
」
の
要
件
を
満
た
せ
ば
企
業
な
ど
の
法
人
（
人
間

〈
自
然
人
〉
と
同
様
の
権
利
・
義
務
を
持
つ
組
織
）
経

営
者
で
あ
っ
て
も
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
に
含
ま
れ
ま
す
。
ま

た
、
従
業
員
を
雇
用
し
て
い
て
も
個
人
事
業
主
の
対
象

と
な
り
ま
す
が
、
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
の
対
象
に
は
含
ま
れ

ま
せ
ん
。
個
人
事
業
主
と
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
は
イ
メ
ー
ジ

と
し
て
は
似
て
い
ま
す
が
、
区
分
の
目
的
や
対
象
者
が

必
ず
し
も
一
致
せ
ず
、
別
物
と
し
て
使
用
す
べ
き
用
語

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

雇
用
と
の
違
い
を
理
解
す
る
こ
と
が
重
要

近
年
、
自
身
で
選
択
す
る
人
が
増
え
て
い
る
と
い
わ

れ
る
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
で
す
が
、
企
業
に
雇
用
さ
れ
る
従
業

員
（
以
下
、「
従
業
員
」）
と
は
大
き
く
異
な
る
点
が
い
く

つ
も
あ
り
、
理
解
し
て
お
く
こ
と
が
非
常
に
重
要
で
す
。

以
下
に
人
事
関
連
に
絞
っ
た
違
い
を
あ
げ
て
み
ま
す
。

一
つ
め
は
、
企
業
か
ら
の
報
酬
の
支
払
わ
れ
方
の
違

い
で
す
。
従
業
員
に
は
企
業
と
の
雇
用
契
約
に
基
づ
き

労
働
の
対
価
と
し
て
毎
月
定
め
ら
れ
た
給
与
が
支
払
わ

れ
ま
す
。
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
は
、
企
業
と
は
雇

用
契
約
を
結
ば
ず
、
業
務
の
内
容
や
報
酬
の
額
、
支
払

い
時
期
な
ど
を
定
め
た
業
務
委
託
契
約
に
基
づ
き
、
報

酬
が
支
払
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
業
務
委
託
契
約

は
法
律
上
で
は
、
請
負
契
約
※２
と
準
委
任
契
約
※３
に
分

か
れ
て
い
ま
す
。
準
委
任
契
約
の
場
合
は
仕
事
が
完
成

「フリーランス」

※1　内閣官房・公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省『フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン』（令和３年３月２６日）
※2　請負契約……当事者の一方が「ある仕事を完成する」ことを約束し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約束する契約
※３　準委任契約……当事者の一方が「法律行為以外の事実行為をする」ことを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することを内容とする契約
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き
方
」
の
要
件
を
満
た
せ
ば
企
業
な
ど
の
法
人
（
人
間

〈
自
然
人
〉
と
同
様
の
権
利
・
義
務
を
持
つ
組
織
）
経

営
者
で
あ
っ
て
も
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
に
含
ま
れ
ま
す
。
ま

た
、
従
業
員
を
雇
用
し
て
い
て
も
個
人
事
業
主
の
対
象

と
な
り
ま
す
が
、
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
の
対
象
に
は
含
ま
れ

ま
せ
ん
。
個
人
事
業
主
と
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
は
イ
メ
ー
ジ

と
し
て
は
似
て
い
ま
す
が
、
区
分
の
目
的
や
対
象
者
が

必
ず
し
も
一
致
せ
ず
、
別
物
と
し
て
使
用
す
べ
き
用
語

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

雇
用
と
の
違
い
を
理
解
す
る
こ
と
が
重
要

近
年
、
自
身
で
選
択
す
る
人
が
増
え
て
い
る
と
い
わ

れ
る
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
で
す
が
、
企
業
に
雇
用
さ
れ
る
従
業

員
（
以
下
、「
従
業
員
」）
と
は
大
き
く
異
な
る
点
が
い
く

つ
も
あ
り
、
理
解
し
て
お
く
こ
と
が
非
常
に
重
要
で
す
。

以
下
に
人
事
関
連
に
絞
っ
た
違
い
を
あ
げ
て
み
ま
す
。

一
つ
め
は
、
企
業
か
ら
の
報
酬
の
支
払
わ
れ
方
の
違

い
で
す
。
従
業
員
に
は
企
業
と
の
雇
用
契
約
に
基
づ
き

労
働
の
対
価
と
し
て
毎
月
定
め
ら
れ
た
給
与
が
支
払
わ

れ
ま
す
。
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
は
、
企
業
と
は
雇

用
契
約
を
結
ば
ず
、
業
務
の
内
容
や
報
酬
の
額
、
支
払

い
時
期
な
ど
を
定
め
た
業
務
委
託
契
約
に
基
づ
き
、
報

酬
が
支
払
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
業
務
委
託
契
約

は
法
律
上
で
は
、
請
負
契
約
※２
と
準
委
任
契
約
※３
に
分

か
れ
て
い
ま
す
。
準
委
任
契
約
の
場
合
は
仕
事
が
完
成

し
な
く
て
も
定
め
ら
れ
た
業
務
を
遂
行
し
て
い
れ
ば
報

酬
は
支
払
わ
れ
ま
す
が
、
請
負
契
約
は
仕
事
が
完
成
し

な
い
か
ぎ
り
報
酬
は
支
払
わ
れ
ま
せ
ん
。
契
約
内
容
に

よ
っ
て
は
報
酬
が
支
払
わ
れ
な
い
時
期
も
あ
る
と
い
う

点
が
従
業
員
と
異
な
り
ま
す
。

二
つ
め
は
、
従
業
員
に
は
労
働
条
件
に
関
す
る
最
低

条
件
な
ど
を
定
め
た
労
働
基
準
法
が
適
用
さ
れ
ま
す
が
、

フ
リ
ー
ラ
ン
ス
は
企
業
と
雇
用
契
約
を
結
ば
ず
労
働
者

に
原
則
該
当
し
な
い
※4
た
め
、
労
働
基
準
法
の
適
用
対
象

外
と
な
る
点
で
す
。
例
え
ば
、
従
業
員
に
つ
い
て
は
時
間

外
労
働
や
休
日
に
つ
い
て
の
規
制
が
存
在
し
ま
す
が
、
フ

リ
ー
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
は
規
制
対
象
外
と
な
る
た
め
、
業

務
が
終
わ
ら
な
け
れ
ば
何
時
間
で
も
働
く
こ
と
や
、
時

間
単
価
が
最
低
賃
金
を
下
回
る
こ
と
も
あ
り
え
ま
す
。

三
つ
め
は
、
加
入
で
き
る
公
的
保
険
の
違
い
で
す
。

健
康
保
険
に
つ
い
て
従
業
員
は
企
業
が
属
す
る
健
康
保

険
組
合
に
加
入
し
、
保
険
料
の
支
払
い
は
企
業
と
本
人

で
折
半
で
す
。
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
は
都
道
府
県
・
市
区
町

村
が
運
営
す
る
国
民
健
康
保
険
へ
の
加
入
が
基
本
で
、

保
険
料
も
全
額
自
身
で
支
払
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
年

金
保
険
に
つ
い
て
は
、
従
業
員
は
国
民
年
金
に
上
乗
せ

す
る
形
で
厚
生
年
金
に
加
入
と
な
り
ま
す
が
（
一
部
適

用
外
あ
り
）、
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
は
法
人
化
し
な
い
か
ぎ

り
厚
生
年
金
に
は
加
入
で
き
ま
せ
ん
。
将
来
受
け
取
れ

る
年
金
を
上
乗
せ
し
た
い
場
合
に
は
国
民
年
金
基
金
に

加
入
す
る
な
ど
、
自
身
で
対
応
を
と
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
ま
た
、
従
業
員
は
雇
用
保
険
（
労
働
者
が
失
業
、

休
業
し
た
場
合
に
手
当
が
支
給
さ
れ
る
）
や
労
災
保
険

（
労
働
者
の
業
務
上
の
事
由
ま
た
は
通
勤
に
よ
る
労
働

者
の
傷
病
等
に
対
し
て
必
要
な
保
険
給
付
が
行
わ
れ

る
）
の
対
象
で
す
が
、
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
は
と
も
に
対
象

外
（
労
災
保
険
に
つ
い
て
は
特
別
加
入
あ
り
）
で
す
。

フ
リ
ー
ラ
ン
ス
の
課
題
と
対
応

こ
れ
ま
で
見
た
よ
う
に
、
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
は
労
働
者

保
護
制
度
の
適
用
対
象
外
と
な
る
な
ど
の
課
題
も
多
く
、

政
府
も
実
態
把
握
と
そ
の
対
応
を
進
め
て
き
ま
し
た
。

フ
リ
ー
ラ
ン
ス
の
諸
問
題
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
た「
フ

リ
ー
ラ
ン
ス
実
態
調
査
結
果
」※5
の
資
料
を
参
照
す
る

と
、
労
働
者
保
護
制
度
の
適
用
以
外
に
も
課
題
が
見
え

て
き
ま
す
。
一
つ
の
課
題
は
、
収
入
の
不
安
定
さ
・
少

な
さ
で
す
。
同
調
査
の
な
か
で
収
入
が
少
な
い
・
安
定

し
な
い
と
い
う
回
答
は
６
割
、
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
の
年
収

と
し
て
最
も
多
い
の
が
本
業
で
２
０
０
万
円
以
上
３
０

０
万
円
未
満
（
19
％
）、
副
業
で
１
０
０
万
円
未
満

（
74
％
）と
い
う
決
し
て
高
い
と
は
い
え
な
い
年
収
で
す
。

次
に
課
題
と
な
る
の
が
、
取
引
先
と
の
ト
ラ
ブ
ル
経
験

が
あ
る
者
37
・
７
％
（
ト
ラ
ブ
ル
内
容
と
し
て
、「
発
注

の
時
点
で
報
酬
や
業
務
内
容
な
ど
が
明
示
さ
れ
な
か
っ

た
」
37
・
０
％
、「
報
酬
の
支
払
い
が
遅
れ
た
・
期
日
に

支
払
わ
れ
な
か
っ
た
」
28
・
８
％
）
の
う
ち
、
ト
ラ
ブ

ル
に
つ
い
て「
交
渉
せ
ず
に
受
け
入
れ
た
」が
21・３
％
、

「
交
渉
せ
ず
、自
分
か
ら
取
引
を
中
止
し
た
」
が
10・０
％

と
い
う
、
発
注
側
に
か
た
よ
っ
た
力
関
係
で
す
。

こ
れ
ら
の
状
況
を
改
善
し
、
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
が
安
定

的
に
働
く
環
境
を
整
備
す
る
た
め
に
、「
特
定
受
託
事
業

者
に
係
る
取
引
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
フ
リ
ー

ラ
ン
ス
・
事
業
者
間
取
引
適
正
化
等
法
）」
が
２
０
２
３

年
５
月
12
日
に
公
布（
２
０
２
４
年
秋
ご
ろ
施
行
予
定
）。

同
法
に
よ
り
、
以
下
の
点
が
義
務
と
な
り
ま
し
た
。

①
書
面
等
に
よ
る
取
引
条
件
の
明
示

②
報
酬
支
払
期
日
の
設
定
・
期
日
内
の
支
払

③
禁
止
事
項
（
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
に
責
任
が
な
い
の
に
発

注
し
た
物
品
等
を
受
け
取
ら
な
い
、
発
注
時
に
決
め

た
報
酬
額
を
後
で
減
額
す
る
こ
と
等
の
禁
止
）

④
募
集
情
報
の
的
確
表
示

⑤
育
児
介
護
等
と
業
務
の
両
立
に
対
す
る
配
慮

⑥
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
に
係
る
体
制
整
備

⑦
中
途
解
除
等
の
事
前
予
告

日
本
の
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
人
口
は
、
２
０
２
０
年
時
点
で

４
６
２
万
人
と
い
う
か
な
り
の
数
に
上
り
ま
す
。
70
歳
ま

で
の
就
業
機
会
の
確
保
の
選
択
肢
と
し
て
「
70
歳
ま
で
継

続
的
に
業
務
委
託
契
約
を
締
結
す
る
制
度
の
導
入
」
も

あ
り
、
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
は
今
後
も
増
え
て
い
く
こ
と
が
想

定
さ
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
、
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
の
保
護
に
関

す
る
制
度
や
施
策
の
い
っ
そ
う
の
拡
充
が
望
ま
れ
ま
す
。

次
回
は
、「
最
低
賃
金
」
に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。

※４　 雇用契約を結んでいなくても、業務内容や遂行方法、勤務場所と勤務時間などについて具体的な指示や拘束を発注者側から受けているなど、法律
上の「労働者」にあたる（労働者性がある）場合もある

※５　内閣官房日本経済再生総合事務局『フリーランス実態調査結果』（令和２年５月）
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秋
に
な
る
と
最
低
賃
金
に
関
す
る
話
題
が
報
道
さ
れ

た
り
、
駅
な
ど
で
周
知
ポ
ス
タ
ー
を
見
か
け
る
こ
と
が

多
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
毎
年
10
月
１
日
〜
中

旬
に
か
け
て
地
域
別
の
最
低
賃
金
が
改
定
さ
れ
る
こ
と

に
起
因
し
て
い
ま
す
。

最
低
賃
金
は
、
最
低
賃
金
法
に
基
づ
き
国
が
賃
金
の

最
低
限
度
を
定
め
、
使
用
者
は
そ
の
金
額
以
上
の
賃
金

を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
制
度
で
す
。
２
０
２
３

（
令
和
５
）
年
時
点
で
は
、
時
間
額
（
時
給
）
で
定
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
最
低
賃
金
法
の
第
一
条
に
は
目
的
と

し
て
次
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
こ
の
法
律
は
、
賃
金
の
低
廉
な
労
働
者
に
つ
い
て
、

賃
金
の
最
低
額
を
保
障
す
る
こ
と
に
よ
り
、
労
働
条
件

の
改
善
を
図
り
、
も
つ
て
、
労
働
者
の
生
活
の
安
定
、

労
働
力
の
質
的
向
上
及
び
事
業
の
公
正
な
競
争
の
確
保

に
資
す
る
と
と
も
に
、
国
民
経
済
の
健
全
な
発
展
に
寄

与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。」

傍
線
部
分
が
目
的
に
関
す
る
キ
ー
ワ
ー
ド
で
す
が
、

低
廉
な
労
働
者
に
該
当
し
な
い
賃
金
全
般
の
引
上
げ
も

目
的
に
含
ま
れ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
目
的
に
沿
っ
て
、
最
低
賃
金
に
は
二
つ
の
種
類

が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

①
地
域
別
最
低
賃
金
…
産
業
や
職
種
に
か
か
わ
り
な

く
、
都
道
府
県
内
の
事
業
所
で
働
く
す
べ
て
の
労
働

者
と
そ
の
使
用
者
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
も
の
。
各
都

道
府
県
別
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
毎
年
改
定
さ
れ
る
。

②
特
定
最
低
賃
金
…
「
地
域
別
最
低
賃
金
」
よ
り
も
金

額
水
準
の
高
い
最
低
賃
金
を
定
め
る
こ
と
が
必
要
と

認
め
る
特
定
の
産
業
に
つ
い
て
設
定
さ
れ
た
最
低
賃

金
。
毎
年
は
改
定
さ
れ
な
い
。

①
と
②
の
関
係
性
で
す
が
、
両
者
を
比
較
し
て
み
て

高
い
方
を
適
用
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
２

０
２
３
年
10
月
時
点
で
は
、
①
東
京
１
１
１
３
円
に
対

し
て
、
②
東
京
・
鉄
鋼
業
８
７
１
円
の
た
め
、
①
１
１

１
３
円
を
適
用
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
②
は
あ
ま
り

意
識
さ
れ
て
い
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
自
社
が
特

定
産
業
に
属
す
る
か
否
か
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

࠷


ۚ
ͷ
֬
ೝ

ඞ
ͣ
ߦ
͏

最
低
賃
金
の
改
定
時
期
は
10
月
で
す
が
、
毎
年
８
月

〜
９
月
の
時
点
に
は
改
定
額
が
各
都
道
府
県
で
発
表
さ

れ
る
た
め
、
そ
の
あ
た
り
か
ら
自
社
の
賃
金
が
改
定
後

の
最
低
賃
金
を
下
回
ら
な
い
か
確
認
を
行
い
、
必
要
に

応
じ
て
賃
金
を
見
直
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。
最
低
賃
金

を
下
回
る
と
そ
の
賃
金
は
最
低
賃
金
法
に
よ
り
無
効
と

な
り
、
最
低
賃
金
額
と
同
額
の
定
め
を
し
た
も
の
と
し

て
扱
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
最
低
賃
金
ま
で
の
差
額
の
支

「最低賃金」
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金
。
た
だ
し
、「
臨
時
の
賃
金
（
結
婚
手
当
等
）」、

「
賞
与
等
」、「
時
間
外
勤
務
手
当
」、「
休
日
出
勤
手

当
」、「
深
夜
勤
務
手
当
」、「
精
皆
勤
手
当
・
通
勤
手

当
・
家
族
手
当
」は
除
外

・
確
認
方
法
…
自
社
の
全
労
働
者
の
時
間
額
（
時
給
）

が
最
低
賃
金
未
満
と
な
ら
な
い
か
を
確
認
。
日
給
制

の
場
合
は
１
日
の
所
定
労
働
時
間
、
月
給
制
の
場
合

は
月
平
均
所
定
労
働
時
間
で
割
っ
て
時
間
額
を
算
出

し
た
う
え
で
比
較

・
賃
金
見
直
し
方
法
…
最
低
賃
金
未
満
の
労
働
者
の
時

間
額
を
最
低
賃
金
以
上
に
設
定
。
ほ
か
の
労
働
者
も

あ
わ
せ
て
引
き
上
げ
る
必
要
が
あ
る
か
を
検
討

最
低
賃
金
は
時
間
給
で
定
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、
月
給

処
遇
者
の
確
認
を
疎お

ろ
そ

か
に
し
が
ち
で
す
。
特
に
、一定
期
間

昇
給
を
し
て
い
な
い
正
社
員
や
、
定
年
前
よ
り
も
一
定
程

度
給
与
を
引
き
下
げ
ら
れ
た
再
雇
用
者
に
つ
い
て
は
、
時

間
給
を
算
定
し
て
み
る
と
最
低
賃
金
未
満
で
あ
る
ケ
ー
ス

が
実
際
に
み
ら
れ
た
り
し
ま
す
の
で
、
注
意
が
必
要
で
す
。

詳
し
く
は
、
厚
生
労
働
省
の
Ｗ
Ｅ
Ｂ
サ
イ
ト
※3
に
わ

か
り
や
す
く
網
羅
的
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
参

照
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
地
域
別
最
低
賃
金
と
特
定
最

低
賃
金
の
一
覧
も
こ
ち
ら
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

ࠓ
ޙ

࠷


ۚ

্
ঢ
͠
ଓ
͚
Δ

２
０
２
３
年
10
月
の
改
定
で
は
、
全
国
加
重
平
均

額
が
１
０
０
４
円
と
な
り
初
め
て
１
０
０
０
円
を
超

え
た
と
話
題
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
図
表
の
通
り

最
低
賃
金
は
毎
年
右
肩
上
が
り
で
、
前
年
に
対
す
る

上
昇
額
も
こ
こ
10
年
は
20
円
〜
30
円
程
度
で
推
移
し

て
い
た
も
の
が
、
本
年
は
43
円
の
上
昇
額
で
し
た
※ 4
。

地
域
別
最
低
賃
金
は
、
地
域
に
お
け
る
労
働
者
の
生

計
費
や
賃
金
、
通
常
の
事
業
の
賃
金
支
払
い
能
力
を

考
慮
し
て
、
最
低
賃
金
審
議
会
の
議
論
・
答
申
に
基

づ
き
決
定
さ
れ
ま
す
が
、
そ
の
議
事
録
を
み
る
と
、

近
年
の
物
価
の
上
昇
や
景
況
感
、
賃
金
上
昇
に
お
け

る
国
際
比
較
や
人
手
不
足
な
ど
の
社
会
的
な
課
題
な

ど
を
含
め
て
議
論
が
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
課

題
が
今
後
も
大
き
く
変
わ
る
想
定
が
し
に
く
い
点
や
、

岸
田
首
相
が
２
０
２
３
年
８
月
に
開
催
さ
れ
た
「
新

し
い
資
本
主
義
実
現
会
議
」
で
〝
２
０
３
０
年
代
半

ば
ま
で
に
全
国
加
重
平
均
で
１
５
０
０
円
を
目
ざ
す
〞

と
明
言
し
て
い
る
点
な
ど
を
考
慮
す
る
と
、
今
後
も

同
等
以
上
の
上
昇
額
で
上
昇
す
る
こ
と
が
容
易
に
想

定
さ
れ
ま
す
。

企
業
側
の
立
場
に
な
る
と
、
最
低
賃
金
の
大
幅
上
昇

は
経
営
に
影
響
を
与
え
る
も
の
で
は
あ
り
ま
す
が
、
今

後
も
避
け
て
通
れ
な
い
こ
と
は
ほ
ぼ
確
実
な
た
め
、
対

応
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
経
営
基
盤
づ
く
り
が
求
め

ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

次
回
は
、「
タ
レ
ン
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」
に
つ
い
て

解
説
し
ま
す
。

※１　特定最低賃金を下回る場合は、労働基準法により 30 万円以下の罰金
※２　精神または身体の障害により著しく労働能力の低い方など、使用者が都道府県労働局長の許可を得ることを条件に、特例が認められる場合がある
※ 3　https://pc.saiteichingin.info/point/page_point_what.html
※ 4　2020 年は、新型コロナウイルス感染症による景況の悪化などを背景に、全国加重平均は１円上昇

払
い
、
50
万
円
以
下
の
罰
金
が
求
め
ら
れ
ま
す
※１
。こ

の
ほ
か
、
労
働
者
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
低
下
や
流
出
、

採
用
難
な
ど
を
引
き
起
こ
し
か
ね
ま
せ
ん
。

確
認
を
行
う
に
あ
た
り
、
こ
こ
で
は
必
ず
押
さ
え
る

べ
き
基
本
的
な
点
に
つ
い
て
み
て
い
き
ま
す
。

・
適
用
範
囲
…
す
べ
て
の
労
働
者
。
正
社
員
・
パ
ー

ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
・
嘱
託
等
の
雇
用
形
態
や
呼
称
に

か
か
わ
ら
ず
適
用
※２

・
適
用
都
道
府
県
…
労
働
者
が
実
際
に
働
い
て
い
る
事

業
場
が
あ
る
都
道
府
県
。
派
遣
労
働
者
の
場
合
は
派

遣
先
の
都
道
府
県

・
対
象
と
な
る
賃
金
…
毎
月
支
払
わ
れ
る
基
本
的
な
賃
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780
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901874
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※  厚生労働省「平成 14年度から令和５年度までの地域別最低賃金改定
状況」を基に筆者作成

図表　 最低賃金（地域別最低賃金 全国加重平均額・時間額 2013年～2023年） 
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今
回
は
、
タ
レ
ン
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
つ
い
て
取
り

上
げ
ま
す
。
人
事
に
か
か
わ
る
人
に
は
す
で
に
浸
透
し

て
い
ま
す
が
、
そ
れ
以
外
の
人
に
は
な
じ
み
が
薄
い
用

語
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

タ
レ
ン
ト
と
は
〝
才
能
〞
を
意
味
す
る

タ
レ
ン
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
定
義
は
一
定
で
は
な
い

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
例
え
ば
厚
生
労
働
省
が
公
表

し
た
『
平
成
30
年
版
労
働
経
済
の
分
析
』
で
は
、
一

般
社
団
法
人
日
本
情
報
シ
ス
テ
ム
・
ユ
ー
ザ
ー
協
会
の

「
人
材
の
採
用
、選
抜
、適
材
適
所
、リ
ー
ダ
ー
の
育
成・

開
発
、
評
価
、
報
酬
、
後
継
者
養
成
な
ど
の
人
材
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
の
プ
ロ
セ
ス
を
支
援
す
る
シ
ス
テ
ム
」
と
い

う
定
義
を
引
用
し
て
い
ま
す
。
な
ん
と
な
く
〝
タ
レ
ン

ト
〞
と
聞
く
と
、
メ
デ
ィ
ア
へ
の
露
出
度
が
高
い
芸
能

人
や
有
名
人
な
ど
を
想
像
し
が
ち
で
す
が
、本
来
は「
才

能
・
才
能
の
あ
る
人
」
を
意
味
し
て
お
り
、
さ
ま
ざ
ま

な
タ
レ
ン
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
定
義
に
お
い
て
も
「
個

人
の
才
能
を
把
握
・
育
成
・
活
用
す
る
」
と
い
う
点
に

お
い
て
は
共
通
し
て
い
ま
す
。

こ
の
用
語
の
歴
史
は
長
く
、
１
９
９
０
年
代
に
当
時

激
化
し
て
い
た
優
秀
人
材
の
獲
得
競
争
を
背
景
に
、
ア

メ
リ
カ
の
マ
ッ
キ
ン
ゼ
ー
・
ア
ン
ド
・
カ
ン
パ
ニ
ー
と

い
う
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
会
社
が
〝The W

ar for 
Talent

（
人
材
獲
得
・
育
成
競
争
）〞
と
い
う
概
念
を

提
示
し
た
こ
と
が
始
ま
り
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

考
え
方
に
の
っ
と
り
、
早
期
に
具
体
的
な
仕
組
み
や
シ

ス
テ
ム
づ
く
り
に
着
手
す
る
企
業
が
あ
る
一
方
で
、
考

え
方
は
理
解
す
る
が
具
体
化
は
せ
ず
に
き
た
と
い
う
企

業
も
多
く
、
取
組
み
に
対
す
る
温
度
差
が
大
き
か
っ
た

と
い
う
の
が
こ
こ
最
近
ま
で
の
流
れ
と
い
え
ま
す
。
し

か
し
な
が
ら
、
近
年
は
タ
レ
ン
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
必

要
性
が
年
々
高
く
な
り
、
再
び
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。

タ
レ
ン
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
必
要
性
は

近
年
高
ま
っ
て
い
る

そ
の
必
要
性
と
は
、
こ
の
連
載
で
も
何
度
も
出
て
く

る
少
子
高
齢
化
に
よ
る
〝
人
材
不
足
〞
と
グ
ロ
ー
バ
ル

化
や
情
報
技
術
の
進
化
な
ど
の
〝
環
境
変
化
〞
の
加
速

化
に
あ
り
ま
す
。
タ
レ
ン
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
考
え
が
提

示
さ
れ
た
１
９
９
０
年
代
後
半
あ
た
り
は
、
日
本
で
は

人
材
獲
得
の
競
争
ど
こ
ろ
か
バ
ブ
ル
経
済
の
崩
壊
に
よ

り
、人
員
余
剰
の
状
態
が
恒
常
的
に
続
き
ま
し
た
。
ま
た
、

高
度
経
済
成
長
期
か
ら
バ
ブ
ル
経
済
期
ま
で
の
企
業
の

成
功
体
験
を
も
と
に
社
員
の
採
用
は
新
卒
採
用
中
心
の

長
期
雇
用
、
教
育
は
ジ
ョ
ブ
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
り
さ

ま
ざ
ま
な
仕
事
を
経
験
さ
せ
社
内
の
幅
広
い
仕
事
が
で

き
る
〝
会
社
人
材
〞
を
育
て
る
こ
と
に
重
点
が
置
か
れ

て
い
ま
し
た
。
環
境
変
化
が
緩
や
か
で
あ
れ
ば
過
去
の

成
功
法
を
次
世
代
に
継
承
し
、
人
員
余
剰
で
あ
れ
ば
足

り
な
い
人
材
の
み
を
外
部
か
ら
調
達
す
れ
ば
こ
と
足
り

「タレントマネジメント」
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き
な
く
な
る
か
ら
で
す
。

・
採
用
…
業
務
や
役
割
ご
と
に
必
要
な
ス
キ
ル
等
と
在

籍
す
る
社
員
の
実
態
を
把
握
し
、
不
足
す
る
、
ま
た

は
よ
り
伸
ば
し
て
い
く
べ
き
ス
キ
ル
等
を
有
す
る
人

材
を
採
用
す
る
。
新
卒
だ
け
で
な
く
、
即
戦
力
と
し

て
の
中
途
採
用
も
対
象
と
す
る
。

・
人
材
配
置
…
業
務
や
役
割
を
遂
行
す
る
の
に
必
要
な

ス
キ
ル
等
を
有
す
る
人
材
を
適
材
適
所
で
配
置
す

る
。
こ
の
こ
と
で
業
務
遂
行
や
組
織
運
営
の
効
果
を

高
め
、
生
産
性
を
上
げ
る
。

・
能
力
開
発
…
事
業
に
必
要
な
ス
キ
ル
等
の
ト
レ
ー
ニ
ン

グ
を
行
う
。
研
修
な
ど
の
場
で
行
う
こ
と
と
並
行
し

て
、
社
員
の
将
来
的
な
キ
ャ
リ
ア
を
見
す
え
た（
当
該

業
務
に
従
事
す
る
こ
と
に
よ
り
ど
の
よ
う
な
ス
キ
ル
が

習
得
で
き
る
か
）
ジ
ョ
ブ
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
も
行
う
。

・
後
継
者
育
成
…
次
世
代
の
人
材
が
い
な
い
と
い
う
状

況
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、
組
織
長
や
経
営
層
に
求
め

ら
れ
る
ス
キ
ル
等
を
洗
い
出
し
、
該
当
す
る
社
員
を

候
補
と
し
て
プ
ー
ル
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
よ
り
次

世
代
に
相
応
し
い
人
材
に
す
る
た
め
の
教
育
や
選
抜

を
行
っ
て
い
く
。

・
リ
テ
ン
シ
ョ
ン
（
人
材
流
出
の
防
止
）…
業
務
や
役

割
に
従
事
す
る
に
あ
た
り
必
要
な
ス
キ
ル
等
を
明
示

し
、
対
応
可
能
な
人
材
が
自
ら
異
動
希
望
を
出
せ
る

よ
う
に
す
る
こ
と
で
、
や
り
た
い
こ
と
が
で
き
な
い

こ
と
に
よ
る
離
職
を
防
ぐ
。

代
表
的
な
も
の
を
取
り
上
げ
ま
し
た
が
、
施
策
の
範

囲
が
幅
広
い
点
が
ポ
イ
ン
ト
で
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で

「
タ
レ
ン
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」
と
検
索
す
る
と
す
ぐ
に
Ｉ

Ｔ
シ
ス
テ
ム
の
広
告
が
表
示
さ
れ
ま
す
が
、
こ
れ
ら
の
シ

ス
テ
ム
は
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
構
築
・
抽
出
・
推
進
す
る
た

め
の
手
段
の
一
つ
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
こ
こ
に
ば
か
り
注
力

し
て
肝
心
の
施
策
に
ま
で
展
開
で
き
な
い
と
い
う
ケ
ー

ス
を
聞
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
重
要
な
の
は

施
策
へ
の
展
開
で
す
。
社
員
の
情
報
を
何
に
ど
の
よ
う

に
活
用
す
る
か
目
的
を
明
確
に
し
、
あ
ら
か
じ
め
全
体

像
を
描
い
た
う
え
で
取
り
組
む
の
が
よ
い
で
し
ょ
う
。

ま
た
、
も
う
一
つ
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
す
で
に
や
っ
て

い
る
・
や
り
た
い
と
思
っ
て
い
る
こ
と
を
仕
組
み
化
し

て
行
う
と
い
う
点
で
す
。
タ
レ
ン
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と

あ
ら
た
め
て
い
わ
れ
な
く
て
も
、
社
員
の
ス
キ
ル
を
伸

ば
し
た
い
、
適
材
適
所
で
人
を
配
置
し
た
い
、
後
継
者

が
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
を
希
望
す
る
企
業
や
、
試
行
錯

誤
で
取
り
組
ん
で
き
た
企
業
は
多
い
は
ず
で
す
。
こ
こ

で
従
来
欠
け
て
い
た
の
は
、
業
務
な
ど
の
目
的
・
範
囲

や
ス
キ
ル
の
可
視
化
と
情
報
収
集
と
い
う
施
策
の
根
拠

に
な
る
部
分
で
す
。
何
か
ら
手
を
つ
け
た
ら
よ
い
か
わ

か
ら
な
い
と
い
う
企
業
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
ら
を
起
点

に
施
策
を
推
進
し
て
い
け
ば
前
進
し
て
い
く
こ
と
が
で

き
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

次
回
は
、「
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
」
に
つ
い
て
解

説
し
ま
す
。

た
の
で
す
が
、
近
年
で
は
そ
の
考
え
が
も
は
や
通
用
し

な
い
こ
と
は
多
く
の
企
業
が
認
識
し
て
い
る
こ
と
で
す
。

こ
れ
ま
で
の
成
功
体
験
が
通
用
し
な
い
、
思
う
よ
う
に

人
も
集
ま
ら
な
い
状
況
下
で
企
業
が
生
き
残
っ
て
い
く

た
め
に
は
、
ど
の
よ
う
な
事
業
や
会
社
運
営
に
今
後
重

点
を
置
く
べ
き
か
を
戦
略
的
に
考
え
、
そ
れ
を
遂
行
す

る
た
め
に
必
要
な
ス
キ
ル
・
能
力
・
志
向
性
な
ど
（
以
下
、

「
ス
キ
ル
等
」）
を
持
っ
た
人
材
を
効
果
的
に
確
保
す
る
こ

と
の
重
要
度
が
高
く
な
り
ま
す
。
実
現
す
る
た
め
に
は
、

事
業
を
遂
行
す
る
た
め
に
求
め
ら
れ
る
ス
キ
ル
等
を
具

体
的
に
設
定
し
、
該
当
す
る
ス
キ
ル
等
を
有
す
る
人
材

を
採
用
し
、
並
行
し
て
社
員
の
能
力
開
発
を
進
め
て
い

く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
を
仕
組
み
化
し
て
継
続

し
て
進
め
て
い
く
こ
と
が
タ
レ
ン
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
基

本
と
な
る
た
め
、
人
材
不
足
と
環
境
変
化
が
加
速
化
す

る
ほ
ど
注
目
が
高
ま
る
の
は
必
然
と
も
い
え
ま
す
。

大
事
な
の
は
目
的
に
応
じ
た
実
施

タ
レ
ン
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
推
進
の
前
提
と
な
る
の

は
、
事
業
上
必
要
な
業
務
や
会
社
運
営
上
の
役
割
（
以

下
、「
業
務
や
役
割
」）
ご
と
の
ス
キ
ル
等
の
具
体
的
な

設
定
と
、
社
員
が
ス
キ
ル
等
を
ど
の
程
度
有
し
て
い
る

か
の
個
別
の
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
で
す
。
情
報
に
基

づ
か
な
い
と
人
事
部
門
や
経
営
者
の
勘
と
経
験
に
頼
ら

ざ
る
を
得
ず
、
次
の
よ
う
な
施
策
を
具
体
的
に
展
開
で
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第44回

今
回
は
、
多
様
な
働
き
方
の
実
現
に
対
し
て
効
果
的

な
制
度
で
あ
る
、
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
に
つ
い
て
取

り
上
げ
ま
す
。

働
く
時
間
な
ど
を

自
ら
自
由
に
決
定
で
き
る
制
度

フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
の
定
義
は
、「
フ
レ
ッ
ク
ス
タ

イ
ム
制
の
わ
か
り
や
す
い
解
説
＆
導
入
の
手
引
き
」（
厚

生
労
働
省
・
都
道
府
県
労
働
局
・
労
働
基
準
監
督
署
）※1

に
よ
る
と
、「
一
定
の
期
間
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め
定

め
た
総
労
働
時
間
の
範
囲
内
で
、
労
働
者
が
日
々
の
始

業
・
終
業
時
刻
、
労
働
時
間
を
自
ら
決
め
る
こ
と
の
で

き
る
制
度
」
と
あ
り
ま
す
。

フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
に
つ
い
て
理
解
を
進
め
る
た

め
に
、
通
常
の
労
働
時
間
の
制
度
と
の
比
較
で
見
て
い

き
ま
す
。
通
常
の
労
働
時
間
の
制
度
で
あ
れ
ば
、
会
社

が
業
務
の
始
業
・
終
業
時
刻
と
休
憩
時
間
を
就
業
規
則

で
指
定
し
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
適
用
労
働
者
一
律
で
一

日
に
働
く
べ
き
時
間
帯
と
労
働
時
間
が
決
定
さ
れ
ま

す
。
一
方
、
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
は
、
次
の
定
め
ら

れ
た
①
〜
⑥
の
条
件
内
で
労
働
者
が
出
退
勤
時
刻
や
働

く
長
さ
を
自
ら
自
由
に
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

①
対
象
と
な
る
労
働
者
の
範
囲･･･
制
度
適
用
の
対
象

者
。
全
社
・
部
門
・
個
人
単
位
の
い
ず
れ
も
可

②
清
算
期
間･･･

働
く
べ
き
時
間
を
管
理
・
調
整
す
る

期
間
。
３
カ
月
が
上
限
※2

③
総
労
働
時
間･･･

清
算
期
間
中
で
定
め
ら
れ
た
働
く

べ
き
時
間
。
労
働
基
準
法
に
定
め
ら
れ
た
労
働
時
間

の
上
限
で
あ
る
法
定
労
働
時
間
の
総
枠
内
で
設
定
※3

④
標
準
と
な
る
１
日
の
労
働
時
間･･･

清
算
期
間
に
お

け
る
総
労
働
時
間
を
期
間
中
の
所
定
労
働
日
数
（
働

く
べ
き
と
定
め
ら
れ
た
日
数
）
で
割
っ
た
も
の

⑤
コ
ア
タ
イ
ム･･･

必
ず
勤
務
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

時
間
帯
（
設
定
は
任
意
）

⑥
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
タ
イ
ム･･･

い
つ
始
業
・
終
業
し
て

も
よ
い
時
間
帯
（
設
定
は
任
意
）

な
お
、
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
を
導
入
す
る
に
は
、

①
〜
⑥
の
内
容
を
、
労
使
協
定
※4
で
締
結
し
、
就
業
規

則
に
記
載
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
（
加
え
て
、
清
算
期

間
が
１
カ
月
を
超
え
る
場
合
に
は
、
労
使
協
定
の
所
轄

労
働
基
準
監
督
署
長
へ
の
届
出
が
必
要
）。

フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
の
運
用
イ
メ
ー
ジ

こ
の
文
章
だ
け
で
は
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
の
運
用

イ
メ
ー
ジ
が
わ
き
に
く
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
図
表
を

見
な
が
ら
確
認
し
て
い
き
ま
す
。

ま
ず
は
、
１
日
の
働
き
方
で
す
が
、（
図
表
１
）
を
見

て
く
だ
さ
い
。
コ
ア
タ
イ
ム
が
10
時
か
ら
15
時
に
設
定

さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
の
時
間
は
必
ず
働
い
て
い
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
参
加
必
須
の
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
な
ど
を

行
う
場
合
は
、
こ
の
時
間
中
に
行
い
ま
す
。
フ
レ
キ
シ

「フレックスタイム制」

※１　https://www.mhlw.go.jp/content/001140964.pdf
※２　清算期間の上限は１カ月だったが、働き方改革促進の一環として2019（平成31）年 4月施行の法改正により、上限は３カ月となった
※３　 清算期間が１カ月で、暦日が28日の場合：160.0時間、29日の場合：165.7時間、30日の場合：171.4時間、31日の場合：177.1時間となる
※４　 事業所ごとに労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者

の過半数を代表する者と事業主との間で労働条件について定めた書面
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③
総
労
働
時
間･･･

清
算
期
間
中
で
定
め
ら
れ
た
働
く

べ
き
時
間
。
労
働
基
準
法
に
定
め
ら
れ
た
労
働
時
間

の
上
限
で
あ
る
法
定
労
働
時
間
の
総
枠
内
で
設
定
※3

④
標
準
と
な
る
１
日
の
労
働
時
間･･･

清
算
期
間
に
お

け
る
総
労
働
時
間
を
期
間
中
の
所
定
労
働
日
数
（
働

く
べ
き
と
定
め
ら
れ
た
日
数
）
で
割
っ
た
も
の

⑤
コ
ア
タ
イ
ム･･･

必
ず
勤
務
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

時
間
帯
（
設
定
は
任
意
）

⑥
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
タ
イ
ム･･･

い
つ
始
業
・
終
業
し
て

も
よ
い
時
間
帯
（
設
定
は
任
意
）

な
お
、
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
を
導
入
す
る
に
は
、

①
〜
⑥
の
内
容
を
、
労
使
協
定
※4
で
締
結
し
、
就
業
規

則
に
記
載
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
（
加
え
て
、
清
算
期

間
が
１
カ
月
を
超
え
る
場
合
に
は
、
労
使
協
定
の
所
轄

労
働
基
準
監
督
署
長
へ
の
届
出
が
必
要
）。

フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
の
運
用
イ
メ
ー
ジ

こ
の
文
章
だ
け
で
は
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
の
運
用

イ
メ
ー
ジ
が
わ
き
に
く
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
図
表
を

見
な
が
ら
確
認
し
て
い
き
ま
す
。

ま
ず
は
、
１
日
の
働
き
方
で
す
が
、（
図
表
１
）
を
見

て
く
だ
さ
い
。
コ
ア
タ
イ
ム
が
10
時
か
ら
15
時
に
設
定

さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
の
時
間
は
必
ず
働
い
て
い
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
参
加
必
須
の
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
な
ど
を

行
う
場
合
は
、
こ
の
時
間
中
に
行
い
ま
す
。
フ
レ
キ
シ

ブ
ル
タ
イ
ム
時
間
内
で
あ
れ
ば
、
自
由
に
業
務
開
始
・

終
了
時
刻
を
決
め
ら
れ
る
た
め
、
少
し
早
く
業
務
終
了

し
た
い
場
合
は
７
時
に
業
務
開
始
し
て
16
時
に
終
了（
８

時
間
労
働
）、
朝
と
夕
方
に
用
事
が
あ
る
場
合
は
10
時

に
業
務
開
始
し
て
15
時
に
終
了
（
４
時
間
労
働
）
と
い

う
の
も
可
能
で
す
。
な
お
、
コ
ア
タ
イ
ム
と
フ
レ
キ
シ

ブ
ル
タ
イ
ム
の
設
定
は
任
意
で
あ
る
た
め
、
何
時
か
ら

で
も
自
由
に
業
務
開
始・終
了
で
き
る
ス
ー
パ
ー
フ
レ
ッ

ク
ス
タ
イ
ム
制
度
を
導
入
し
て
い
る
企
業
も
あ
り
ま
す
。

次
に
、
清
算
期
間
中
の
時
間
管
理
に
つ
い
て
、（
図

表
２
）
を
見
て
く
だ
さ
い
。
例
え
ば
、
清
算
期
間
１
カ

月
、
総
労
働
時
間
１
６
０
時
間
と
し
た
場
合
、
１
日
の

労
働
時
間
が
先
述
の
よ
う
に
８
時
間
や
４
時
間
と
ば
ら

つ
き
が
あ
っ
て
も
、
１
カ
月
単
位
で
１
６
０
時
間
の
実

労
働
時
間
を
満
た
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
た
め
、

１
カ
月
の
実
労
働
時
間
が
１
５
５
時
間
だ
っ
た
場
合
に

は
、
５
時
間
分
を
賃
金
か
ら
控
除
す
る
か
、
次
の
清
算

期
間
の
総
労
働
時
間
に
加
算
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

逆
に
実
労
働
時
間
が
１
８
５
時
間
の
場
合
は
、
25
時
間

分
の
賃
金
を
追
加
で
支
払
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
フ

レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
の
場
合
、
法
定
労
働
時
間
の
総
枠

を
超
え
た
分
を
時
間
外
労
働
と
し
て
扱
い
ま
す
。
よ
っ

て
、１
８
５
時
間
働
い
た
月
の
暦
日
が
31
日
の
場
合
は
、

１
８
５
時
間
か
ら
総
枠
１
７
７・１
時
間
を
引
い
た
７・

９
時
間
分
を
時
間
外
手
当
（
２
割
５
分
以
上
の
割
増
賃

金
）
と
し
て
支
払
い
、法
定
労
働
時
間
の
総
枠
１
７
７・

１
時
間
か
ら
総
労
働
時
間
１
６
０
時
間
を
引
い
た
17
・

１
時
間
分
は
時
間
に
応
じ
た
賃
金
（
割
増
賃
金
に
し
な

く
て
可
）
を
支
払
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
の

メ
リ
ッ
ト
と
留
意
点

フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
は
、
働
き
方
に
関
す
る
本
人

の
志
向
性
や
家
庭
の
事
情
に
応
じ
て
自
由
に
労
働
時
間

が
設
定
で
き
る
た
め
、
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス

の
観
点
か
ら
労
働
者
に
と
っ
て
の
メ
リ
ッ
ト
は
大
き
い

と
い
え
ま
す
。
ま
た
、
企
業
側
の
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
、

通
常
の
労
働
時
間
制
で
あ
れ
ば
日
に
よ
っ
て
業
務
の
繁

閑
が
あ
っ
て
も
、
１
日
８
時
間
・
週
40
時
間
を
超
過
し

た
分
は
時
間
外
労
働
と
し
て
扱
う
必
要
が
あ
り
ま
し
た

が
、
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
で
は
清
算
期
間
の
な
か
で

繁
閑
に
応
じ
て
労
働
時
間
を
調
整
し
て
も
ら
え
ば
よ
い

た
め
、
結
果
と
し
て
時
間
外
労
働
が
削
減
さ
れ
る
こ
と

が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
柔
軟
な
働
き
方
を
し
た
い

労
働
者
が
増
え
て
い
る
な
か
、
人
材
採
用
や
定
着
の
面

で
有
利
に
な
る
こ
と
も
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

し
か
し
、
メ
リ
ッ
ト
は
大
き
い
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム

制
で
す
が
、
顧
客
に
対
応
す
る
時
間
が
固
定
さ
れ
て
い

て
、
か
つ
長
時
間
に
わ
た
る
な
ど
自
由
に
労
働
時
間
を

設
定
す
る
の
が
む
ず
か
し
い
職
種
や
社
員
に
は
適
用
で

き
な
い
と
い
う
点
に
留
意
が
必
要
で
す
。

次
回
は
、「
春
闘
」
に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。

出典：厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「フレックスタイム制のわかりやすい解説＆導入の手引き」　※吹き出しは筆者加工

出典：厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「フレックスタイム制のわかりやすい解説＆導入の手引き」　

図表１　コアタイム・フレキシブルタイムの設定の例

図表２　総労働時間を超過または不足した場合の賃金清算

総労働時間

総労働時間 総労働時間

実労働時間

実労働時間 不足

不足

必ず勤務しなければならない時間帯

超過した時間分の賃金を追加して支払

①不足した時間分
を賃金から控除

②翌月の総労働時間に加算
して労働させる（※）または

※ただし、加算後の時間（総労働時間＋前の清算
期間における不足時間）は、法定労働時間の総枠
の範囲内である必要があります。

いつ出社してもよい時間帯

◆ 総労働時間を
超過した場合

◆ 総労働時間に
不足する場合

いつ退社してもよい時間帯

6:00 10:00 12:00 13:00 15:00 19:00

フレキシブルタイム フレキシブルタイムコアタイムコアタイム 休 憩

160時間 185時間

155時間
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　人事労務管理は社員の雇用や働き方だけでなく、経営にも直結する重要な仕事ですが、制度に慣れてい
ない人には聞き慣れないような専門用語や、概念的でわかりにくい内容がたくさんあります。そこで本連
載では、人事部門に初めて配属になった方はもちろん、ある程度経験を積んだ方も、担当者なら押さえて
おきたい人事労務関連の基本知識や用語についてわかりやすく解説します。

第45回

今
回
は
春し

ゅ
ん

闘と
う

に
つ
い
て
取
り
上
げ
ま
す
。
毎
年
、
春

に
な
る
と
報
道
な
ど
で
聞
く
機
会
が
増
え
、
労
働
者
・

経
営
者
に
と
っ
て
も
関
心
の
高
い
事
柄
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

春
の
交
渉
で
年
間
の
処
遇
が
決
定
さ
れ
る

春
闘
と
は
何
か
に
つ
い
て
は
、労
働
組
合（
労
組
）※１

の
全
国
中
央
組
織
（
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
セ
ン
タ
ー
）
で
あ

る
連
合
（
日
本
労
働
組
合
総
連
合
会
）
の
説
明
が
分
か

り
や
す
い
の
で
引
用
す
る
と
「
労
働
組
合
が
労
働
条
件

に
つ
い
て
要
求
し
、
使
用
者（
経
営
者
）と
交
渉
し
決

定
す
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。
大
手
企
業
を
中
心
に
、
労

働
組
合（
略
称
：
労
組
）が
企
業
に
要
求
を
提
出
す
る

の
が
２
月
、
企
業
か
ら
の
回
答
が
３
月
頃
で
あ
る
こ
と

か
ら
、『
春
闘
』と
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
す
」と
あ
り
ま
す
。

要
は
賃
上
げ
や
福
利
厚
生
な
ど
の
労
働
条
件
に
関
す
る

話
合
い
と
決
定
を
春
に
ま
と
め
て
行
う
行
為
で
す
が
、

時
期
が
春
な
の
は
、
３
月
末
決
算
・
４
月
新
事
業
年
度

開
始
と
い
う
タ
イ
ミ
ン
グ
に
合
わ
せ
、
賃
上
げ
※２
や
、

人
事
関
連
の
制
度
運
用
開
始
な
ど
を
４
月
に
実
施
す
る

企
業
が
多
い
こ
と
に
起
因
し
て
い
ま
す
。
日
本
以
外
の

企
業
は
決
算
期
が
12
月
の
会
社
が
多
く
、
４
月
を
起
点

に
労
働
条
件
の
見
直
し
を
図
る
こ
と
が
一
般
的
で
は
な

い
こ
と
か
ら
、
春
闘
は
日
本
独
自
の
慣
行
と
も
い
わ
れ

て
い
ま
す
。
秋
に
も
同
様
の
労
使
交
渉
が
あ
る
場
合
は

秋し
ゅ
う

闘と
う

と
呼
ん
だ
り
し
ま
す
が
、
多
く
の
企
業
は
春
に
１

年
間
の
処
遇
を
決
定
す
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
横
並
び

春
闘
の
流
れ
を
も
う
少
し
詳
し
く
見
て
い
き
ま
す
。

連
合
の
場
合
、
前
年
の
８
月
ご
ろ
か
ら
検
討
開
始
、
12

月
上
旬
に
春
闘
の
全
体
方
針
を
発
表
、
そ
の
方
針
に
基

づ
き
１
月
下
旬
か
ら
２
月
中
旬
に
か
け
て
産
業
別
組
合

（
産
別
）
が
具
体
的
な
要
求
を
決
定
し
ま
す
。
一
方
、

経
営
者
側
は
、
１
月
中
旬
に
経
団
連（
日
本
経
済
団
体

連
合
会
）が
交
渉
指
針
を
出
し
、
１
月
下
旬
に
は
、
連

合
と
経
団
連
が
賃
上
げ
な
ど
お
互
い
の
方
針
を
説
明
す

る
労
使
フ
ォ
ー
ラ
ム
が
開
か
れ
、
事
実
上
春
闘
が
開
始

と
な
り
ま
す
。
こ
の
後
、
企
業
ご
と
の
組
合（
単
組
）

は
産
別
の
要
求
に
基
づ
き
要
求
書
を
ま
と
め
、
２
月
中

旬
を
め
ど
に
企
業
へ
提
出
し
ま
す
。
企
業
側
は
経
営
層

や
人
事
・
総
務
部
門
が
中
心
と
な
り
、
要
求
に
対
す
る

会
社
の
考
え
方
と
、
ど
の
程
度
要
求
に
応
じ
る
の
か
を

検
討
し
、労
組
側
に
３
月
中
旬
を
め
ど
に
回
答
し
ま
す
。

要
求
と
回
答
に
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
場
合
に
は
、経
営
側・

組
合
側
の
代
表
者
を
中
心
に
労
使
交
渉
を
重
ね
、
お
お

よ
そ
３
月
末
ま
で
に
妥
結
し
て
い
き
ま
す
。

な
お
、
こ
れ
ら
の
要
求
・
交
渉
・
妥
結
は
、
主
要
大

手
企
業
の
場
合
は
横
並
び
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
実
施
さ

れ
ま
す
。
横
並
び
で
実
施
す
る
の
は
、
労
組
側
は
単
独

「春闘」

※１　本連載第28回（2022年9月号）「労働組合」をご参照ください。 https://www.jeed.go.jp/elderly/data/elder/book/elder_202209/#page=50→
※２　賃上げ…… 賃金を引き上げること。賃金表にのっとって個人別に毎年賃金を引き上げる定期昇給や、

賃金表と対象者を一律に引き上げるベースアップなどが含まれる
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本
私
鉄
労
働
組
合
総
連
合
会
）や
合
化
労
連
（
合
成
化

学
産
業
労
働
組
合
連
合
）・
電
機
労
連（
全
日
本
電
機
・

電
子
・
情
報
関
連
産
業
労
働
組
合
連
合
会
）な
ど
の
８

つ
の
産
業
別
組
合（
８
単
産
）※３
が
、
解
雇
反
対
や
低
賃

金
打
破
な
ど
を
目
ざ
し
共
闘
し
た
こ
と
が
始
ま
り
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。
朝
鮮
戦
争
休
戦
に
よ
る
不
況
で
人
員

整
理
が
実
施
さ
れ
た
こ
と
に
対
し
、
企
業
別
の
組
合
だ

け
で
は
解
雇
に
反
対
し
て
も
成
功
す
る
こ
と
が
少
な
く

限
界
が
あ
る
た
め
、
共
闘
し
て
企
業
や
社
会
に
対
す
る

影
響
力
を
大
き
く
す
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
が
背
景
に

あ
り
ま
す
。

こ
の
後
、
日
本
経
済
は
高
度
経
済
成
長
・
オ
イ
ル

シ
ョ
ッ
ク
・
バ
ブ
ル
経
済
と
崩
壊
・
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ

ク
と
好
況
・
不
況
を
く
り
返
し
て
き
ま
し
た
が
、
い
ず

れ
の
時
期
も
春
闘
の
主
要
な
テ
ー
マ
は
賃
上
げ
で
、
労

組
側
の
要
求
の
大
き
さ
に
対
し
て
経
営
側
の
回
答
は
小

さ
く
、
お
互
い
が
同
意
・
妥
協
で
き
る
ラ
イ
ン
で
妥
結

す
る
と
い
う
の
が
基
本
パ
タ
ー
ン
で
し
た
。
春
闘
は
労

働
三
権
の
う
ち
、
労
働
者
が
使
用
者
と
交
渉
す
る
権
利

で
あ
る
団
体
交
渉
権
の
行
使
に
あ
た
る
た
め
企
業
と
し

て
は
交
渉
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
が
、
主

張
を
ぶ
つ
け
合
う
な
か
で
紛
糾
し
、
会
社
側
か
ら
の
交

渉
打
ち
切
り
や
、
そ
れ
に
対
抗
す
る
た
め
に
労
働
者
が

要
求
実
現
の
た
め
に
団
体
で
行
動
す
る
権
利
で
あ
る
団

体
行
動
権
を
行
使
し
、
ス
ト
ラ
イ
キ
に
ま
で
発
展
す
る

と
い
っ
た
ケ
ー
ス
も
見
ら
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
近
年
で
は
闘
争
よ
り
も
話
合
い
の
ニ
ュ
ア

ン
ス
が
強
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に
変
化
し
て
い
ま
す
。

２
０
０
８（
平
成
20
）年
の
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
後
の

景
気
低
迷
を
背
景
に
、
多
く
の
企
業
で
は
ベ
ー
ス
ア
ッ

プ
未
実
施
、
定
期
昇
給
も
低
水
準
が
続
き
、
労
使
と
も

に
そ
れ
を
打
破
す
る
大
き
な
動
き
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
し
か
し
、
２
０
１
４
年
に
政
府
が
景
気
浮
揚
・
成

長
戦
略
の
一
環
と
し
て
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
を
中
心
と
し
た

賃
上
げ
を
企
業
に
要
請
し
て
い
き
ま
す
。
政
府
が
春
闘

に
介
入
す
る
こ
と
を
官
製
春
闘
と
呼
ん
だ
り
し
ま
す

が
、
毎
年
春
闘
前
に
な
る
と
賃
上
げ
を
政
府
か
ら
企
業

に
要
請
し
、
一
定
の
大
手
企
業
が
応
じ
て
い
く
こ
と
が

恒
例
化
し
て
い
き
ま
す
。
特
に
、
２
０
２
３
年
は
、
近

年
例
を
見
な
い
物
価
上
昇
や
、
人
手
不
足
に
よ
る
人
材

獲
得
競
争
、
日
本
企
業
の
国
際
競
争
力
の
低
下
な
ど
の

課
題
感
と
こ
れ
ら
に
対
応
す
る
た
め
に
賃
上
げ
の
重
要

性
が
労
使
で
共
有
さ
れ
、
労
組
の
要
求
通
り
に
受
け
入

れ
る
満
額
回
答
や
そ
れ
を
上
回
る
回
答
、
こ
れ
ま
で
賃

上
げ
に
慎
重
だ
っ
た
企
業
も
一
気
に
賃
金
を
引
き
上
げ

る
な
ど
、
こ
れ
ま
で
に
見
ら
れ
な
か
っ
た
展
開
を
見
せ

ま
し
た
。２
０
２
４
年
も
こ
の
流
れ
は
継
続
し
て
お
り
、

経
団
連
・
連
合
の
会
長
同
士
の
会
談
で
も
例
年
以
上
の

賃
上
げ
が
必
要
と
の
見
解
で
一
致
し
、
労
使
協
調
の
傾

向
が
強
ま
っ
て
い
ま
す
。

次
回
は
、「
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
」
に
つ
い
て
取
り

上
げ
ま
す
。

※３　 ８単産…… 合成化学産業労働組合連合、日本炭鉱労働同組合、日本私鉄労働組合総連合会、日本電気産業労働組合、日本紙パルプ紙加工産業労働組合連合会、
全国金属労働組合、全国化学一般労働組合同盟、全日本電機・電子・情報関連産業労働組合連合会の8つの単産をさす

で
交
渉
す
る
よ
り
有
利
な
回
答
を
引
き
出
す
た
め
組
合

同
士
で
連
携
す
る
、
経
営
者
側
は
他
社
の
交
渉
動
向
を

参
考
に
し
な
が
ら
回
答
す
る
と
い
う
双
方
の
事
情
に
基

づ
い
て
い
ま
す
。
特
に
、
大
手
企
業
の
回
答
が
出
揃
う

日
を
集
中
回
答
日
と
呼
ん
で
い
ま
す
（
２
０
２
4〈
令

和
6
〉年
は
３
月
13
日
）が
、こ
の
回
答
内
容
を
ふ
ま
え
、

大
手
企
業
は
妥
結
に
向
け
て
動
き
、
中
小
企
業
は
交
渉

を
本
格
化
さ
せ
ま
す
。
労
組
が
な
い
企
業
で
も
、
特
に

賃
上
げ
に
つ
い
て
は
大
手
企
業
の
回
答
を
参
考
に
し
て

検
討
す
る
ケ
ー
ス
が
多
く
、
春
闘
の
お
よ
ぼ
す
影
響
は

大
き
い
と
い
え
ま
す
。
毎
年
の
賃
上
げ
率
や
額
が
産
業

別
・
企
業
規
模
別
に
あ
る
程
度
一
定
水
準
な
の
は
、
こ

の
春
闘
の
進
め
方
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
と
も
い
え

ま
す
。春

闘
の
あ
り
方
は

時
代
と
と
も
に
変
化
す
る

春
闘
の
前
提
は
、
労
働
者
側
と
経
営
者
側
の
立
場
や

意
見
が
異
な
る
点
に
あ
り
ま
す
。
労
働
者
側
（
連
合
）

は
春
闘
の
正
式
名
称
を
「
春
季
生
活
闘
争
」
と
し
て
い

ま
す
が
、
経
営
者
側（
経
団
連
）は「
春
季
労
使
交
渉
」

と
呼
ん
で
い
る
違
い
に
も
表
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

労
働
者
側
の
呼
び
方
は
、
労
働
条
件
を
力
で
勝
ち
と
る

ニ
ュ
ア
ン
ス
が
比
較
的
強
く
出
て
い
ま
す
が
、
春
闘
の

始
ま
り
は
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
状
況
で
し
た
。

春
闘
は
、
１
９
５
５（
昭
和
30
）年
に
私
鉄
総
連（
日
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第46回

今
回
は
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
に
つ
い
て
取
り
上
げ

ま
す
。ウ

ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
は

二
つ
の
単
語
の
組
み
合
わ
せ

ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
と
い
う
用
語
は
、W

ell

（
よ
い
）

とbeing

（
状
態
）
の
組
み
合
わ
せ
で
成
り
立
っ
て
い

ま
す
。
Ｗ
Ｈ
Ｏ
憲
章
※１
に
「
健
康
と
は
、
病
気
で
は
な

い
と
か
、
弱
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
肉

体
的
に
も
、
精
神
的
に
も
、
そ
し
て
社
会
的
に
も
、
す

べ
て
が
満
た
さ
れ
た
状
態
（w

ell-being

）
に
あ
る
こ

と
を
い
い
ま
す
」
と
い
う
記
載
が
あ
り
、
こ
こ
か
ら
こ

の
用
語
は
広
ま
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
厚
生
労
働

省
の
雇
用
政
策
研
究
会
報
告
書
の
な
か
で
も
、「
個
人

の
権
利
や
自
己
実
現
が
保
障
さ
れ
、
身
体
的
、
精
神
的
、

社
会
的
に
良
好
な
状
態
に
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
概

念
」
と
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。〝
概
念
〞
と
あ
る
よ
う

に
人
や
機
関
に
よ
っ
て
考
え
方
や
重
視
す
る
指
標
（
物

事
を
判
断
・
評
価
す
る
た
め
の
目
印
）
が
さ
ま
ざ
ま
な

の
が
実
態
で
す
が
、
少
な
く
と
も
〝
よ
い
状
態
〞
の
対

象
が
身
体
の
み
な
ら
ず
精
神
、
社
会
と
幅
広
く
と
ら
え

ら
れ
て
い
る
の
は
共
通
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
に
関
す
る
調
査
は
多
い

そ
れ
で
は
、
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
の
具
体
的
な
取
組

み
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
か
に
つ
い
て
見
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
の
取
組
み

を
調
べ
る
と
最
も
多
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
調
査
で

す
。
数
多
く
の
調
査
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
代
表

的
な
調
査
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

①
国
を
横
断
し
た
調
査

・
よ
り
よ
い
暮
ら
し
指
標
（
Ｂ
Ｌ
Ｉ)･･･

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
※２

に
よ
る
調
査
。
住
宅
、
所
得
、
雇
用
、
社
会
的
つ
な

が
り
、
教
育
、
環
境
、
市
民
参
画
、
健
康
、
主
観
的

幸
福
、
安
全
、
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
の
11
項
目

で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

・
世
界
幸
福
度
ラ
ン
キ
ン
グ･･･

Ｓ
Ｄ
Ｓ
Ｎ
※３
が「W

orld 
H
appiness Report

（
世
界
幸
福
度
報
告
書
）」

の
な
か
で
毎
年
発
表
し
て
い
る
ラ
ン
キ
ン
グ
。
一
人

あ
た
り
Ｇ
Ｄ
Ｐ
、
健
康
寿
命
、
社
会
的
関
係
性
、
自

己
決
定
感
、
寛
容
性
、
信
頼
感
の
６
項
目
で
構
成
さ

れ
て
い
る
。

②
日
本
国
内
の
調
査

・
満
足
度
・
生
活
の
質
に
関
す
る
調
査
報
告･･･

内
閣

府
が
日
本
の
経
済
社
会
の
構
造
を
人
々
の
満
足
度
の

観
点
か
ら
多
面
的
に
把
握
し
、
政
策
運
営
に
活
か
し

て
い
く
こ
と
を
目
的
に
調
査
。
図
表
に
記
載
の
あ
る

多
岐
に
わ
た
る
項
目
で
毎
年
調
査
し
て
い
る
。

・
地
域
幸
福
度
（W

ell-being

）
指
標･･･

魅
力
溢
れ

る
新
た
な
地
域
づ
く
り
（
デ
ジ
タ
ル
田
園
都
市
国
家

構
想
）
の
実
現
に
向
け
て
、
市
民
の
「
暮
ら
し
や
す

「ウェルビーイング」

※１　WHO憲章…… すべての人々の健康を増進し保護するため互いにほかの国々と協力する目的で設立された機関（WHO〈世界保健機関（World 
Health Organization）〉）の基本的な原則・目的を記したもの

※２　OECD…… 経済協力開発機構（Organisation for Economic Co-operation and Development）は、よりよい暮らしのためのよりよい政策の構築に
取り組む国際機関

※３　SDSN……国際的な研究組織である持続可能な開発ソリューション・ネットワーク（Sustainable Development Solutions Network） 2024.5



■■■■■■■■
人事用語辞典
い ま さ ら聞 け ない

て
も
人
に
よ
っ
て
感
じ
方
が
違
う
も
の
で
す
。
ウ
ェ
ル

ビ
ー
イ
ン
グ
で
は
個
人
が
ど
の
程
度
の
〝
よ
い
状
態
〞

と
感
じ
て
い
る
か
が
重
要
な
の
で
、
主
観
指
標
が
よ
り

重
視
さ
れ
ま
す
。
例
え
ば
、
世
界
幸
福
度
ラ
ン
キ
ン
グ

で
は
、
客
観
指
標
は
、
一
人
あ
た
り
Ｇ
Ｄ
Ｐ
と
健
康
寿

命
の
２
項
目
に
対
し
て
、
残
り
４
項
目
は
主
観
指
標
で

構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
内
閣
府
の
調
査
で
も
図
表
の
通

り
、
主
観
満
足
度
が
上
位
の
階
層
に
位
置
づ
け
ら
れ
て

い
ま
す
。

調
査
実
施
以
外
に
は
課
題
が
多
い

ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
が
広
ま
る
も
と
と
な
っ
た
Ｗ
Ｈ

Ｏ
憲
章
の
効
力
発
生
は
１
９
４
８（
昭
和
23
）
年
で
す

が
、
少
な
く
と
も
日
本
で
は
そ
れ
ほ
ど
注
目
さ
れ
て
い

ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
２
０
１
５（
平
成
27
）
年

に
国
連
で
採
択
さ
れ
た
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
※４
の
目
標
３
に
す
べ

て
の
人
に
健
康
と
福
祉
を
（G

O
O
D
 H
EA
LTH 

AN
D
 W
ELL-BEIN

G

）と
掲
げ
ら
れ
た
こ
と
か
ら
注

目
度
が
上
が
り
ま
す
。
企
業
の
社
会
的
責
任
と
し
て
Ｓ

Ｄ
Ｇ
ｓ
へ
の
貢
献
を
あ
げ
る
企
業
が
多
い
な
か
で
、
事

業
活
動
を
通
じ
た
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
の
実
現
を
経
営

目
標
に
掲
げ
る
企
業
や
、
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
の
一
環

と
し
て
社
員
の
健
康
維
持
管
理
の
た
め
に
健
康
経
営
※５

や
労
働
時
間
の
短
縮
・
休
日
増
加
な
ど
働
き
方
改
革
を

推
進
す
る
企
業
、
従
業
員
満
足
度
調
査
を
実
施
し
人
事

施
策
に
活
か
す
な
ど
、
具
体
的
な
実
行
に
移
し
て
い
る

企
業
は
多
く
あ
り
ま
す
。

一
方
で
、
社
会
全
体
で
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
ま
ず

ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
の
認
知
度
の
低
さ
が
課
題
と
し
て

あ
げ
ら
れ
ま
す
。
内
閣
府
が
２
０
２
３（
令
和
５
）年

に
行
っ
た
調
査
※６
に
よ
る
と
、
新
た
な
価
値
観
に
関
す

る
調
査
と
し
て
、
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
と
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
へ

の
関
心
に
関
す
る
年
代
別
回
答
が
あ
り
ま
す
。「
知
ら

な
か
っ
た
」
と
い
う
回
答
の
う
ち
「
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
へ
の
関

心
」
が
７・２
％
〜
12・２
％
に
対
し
て
、「
ウ
ェ
ル
ビ
ー

イ
ン
グ
へ
の
関
心
」
が
34
・
８
％
〜
44
・
８
％
と
Ｓ
Ｄ

Ｇ
ｓ
と
比
べ
て
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
は
ま
だ
ま
だ
知
ら

れ
て
い
な
い
状
態
で
す
。

ま
た
、
世
界
幸
福
度
ラ
ン
キ
ン
グ
が
公
表
さ
れ
る
た

び
に
日
本
の
順
位（
２
０
２
4
年
は
１
４
３
カ
国
中
51

位
。
前
年
は
１
３
７
カ
国
中
47
位
）か
ら
日
本
人
の
幸

福
度
の
低
さ
が
報
道
等
で
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
２
０

２
３
年
に
発
表
さ
れ
た
成
長
戦
略
実
行
計
画
で
も
、
新

た
な
日
常
に
向
け
た
成
長
戦
略
の
一
環
と
し
て
、「
国
民

がW
ell-being

を
実
感
で
き
る
社
会
の
実
現
」が
掲

げ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
ウ
ェ
ル

ビ
ー
イ
ン
グ
の
意
識
を
上
げ
て
い
く
か
の
対
応
は
明
確

に
な
っ
て
い
な
い
状
況
で
す
。
調
査
結
果
を
活
か
し
た

具
体
策
の
策
定
も
今
後
の
重
要
な
課
題
と
い
え
ま
す
。

＊　
＊　
＊　
＊

次
回
は
「
出
向
・
転
籍
」
に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。

※４　SDGs…… 持続可能な開発目標。「誰一人取り残さない」という理念のもと、「持続可能な世界を実現する」ことを目ざした、2030年を達成期限とする17の
ゴール、169のターゲット、および、その進展を評価するための指針を持つ包括的な目標

※５　 本連載第13回（2021年６月号）「健康経営」をご参照ください。 https://www.jeed.go.jp/elderly/data/elder/book/elder_202106/html5.html#page=55
※６　「第６回 新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査」2023年 4月19日公表

さ
」
と
「
幸
福
感
（W

ell-being

）」
を
指
標
で

数
値
化
・
可
視
化
し
た
も
の
。
一
般
社
団
法
人
ス

マ
ー
ト
シ
テ
ィ
・
イ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ー
ト
が
公
表
。

ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
の
調
査
で
重
要
な
の
は
、「
客

観
指
標
」と「
主
観
指
標
」の
組
み
合
わ
せ
と
い
わ
れ

て
い
ま
す（
図
表
）。
客
観
指
標
と
は
、
同
一
項
目
の

設
問
で
あ
れ
ば
だ
れ
が
見
て
も
同
じ
結
果
と
な
る
数
値

基
準
で
す
。主
観
指
標
と
は
、同
一
項
目
の
設
問
で
あ
っ

出典： 内閣府「満足度・生活の質に関する調査報告書 2023年～我が国のWell-beingの動向」
（2023年７月）

※  このほかの分野別主観満足度の項目として、「あなた自身の教育水準・教育環境」、「交友関係や
コミュニティなど社会とのつながり」、「生活を取り巻く空気や水などの自然環境」、「身の回り
の安全」、「子育てのしやすさ」、「介護のしやすさ・されやすさ」がある。

図表　満足度・生活の質を表す指標群
〈第１層〉 〈第２層〉分野別主観満足度 〈第３層〉客観指標群

全
体
的
な
生
活
満
足
度
（
総
合
主
観
満
足
度
）

家計と資産

雇用と賃金

住　宅

仕事と生活
（ワークライフバランス）

健康状態

金融資産残高
可処分所得金額

生産賃金

正規雇用数・不本意非正規雇用数
完全失業率・有効求人倍率

所得内給与額・最低賃金

家賃地代
延床面積

住宅保有率

長時間労働者割合（週49時間以上）
実労働時間

年次有給休暇取得率

糖尿病が強く疑われる者の割合・生活習慣病による死亡者数
平均寿命・健康寿命

運動習慣がある者の割合
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第47回

出
向
・
転
籍
は
人
事
異
動
の
一
つ

今
回
は
、
出
向
・
転
籍
に
つ
い
て
取
り
上
げ
ま
す
。

出
向
・
転
籍
は
人
事
異
動
の
一
つ
で
す
。
人
事
異
動

と
は
、
社
員
の
所
属
す
る
組
織
や
地
位
、
勤
務
条
件
な

ど
が
変
わ
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。

人
事
異
動
の
う
ち
、
社
員
の
所
属
す
る
組
織
を
変
え

る
お
も
な
行
為
が
配
置
転
換
・
出
向
・
転
籍
で
す
。
こ

の
う
ち
ほ
ぼ
す
べ
て
の
企
業
で
行
わ
れ
る
の
が
配
置
転

換
で
、自
社
内
に
お
い
て
、勤
務
地
や
所
属
す
る
部
署・

職
務
が
変
更
と
な
る
こ
と
を
さ
し
ま
す
。
一
方
で
、
自

社
以
外
の
企
業
へ
所
属
や
職
務
が
変
わ
る
こ
と
が
出

向
・
転
籍
で
、「
社
外
へ
の
異
動
」
と
い
う
の
が
配
置

転
換
と
の
違
い
に
な
り
ま
す
。

出
向
は
元
の
会
社
と
の
雇
用
関
係
あ
り

そ
れ
で
は
、
出
向
と
転
籍
に
つ
い
て
具
体
的
に
み
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
は
出
向
で
す
が
、
図
表

の〔
出
向
〕に
あ
る
通
り
、労
働
者
が
出
向
元
企
業
（
自

社
）
と
出
向
先
企
業（
他
社
）
と
労
働
契
約
を
結
び
、

双
方
と
雇
用
関
係
を
持
ち
な
が
ら
職
務
に
従
事
す
る
こ

と
を
い
い
ま
す
。
労
働
者
が
も
と
も
と
労
働
契
約
を
結

ん
で
い
る
企
業
に
在
籍
し
た
ま
ま
他
社
の
仕
事
を
す
る

こ
と
か
ら
在
籍
型
出
向
と
も
呼
ば
れ
ま
す
。
民
法
上
で

は
、
労
働
契
約
の
権
利
を
使
用
者（
雇
用
主
）が
第
三

者
に
譲
り
渡
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
本
人
の
合
意
ま
た
は
就
業
規
則
に
基
づ
く
異
動
命

令
※１
に
よ
り
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

出
向
を
実
施
す
る
に
あ
た
り
必
要
と
な
る
の
が
、
出

向
元
・
出
向
先
間
で
結
ば
れ
る
出
向
契
約
で
す
。
出
向

契
約
で
定
め
て
お
く
こ
と
が
望
ま
し
い
事
項
の
代
表
的

な
も
の
と
し
て
、
出
向
期
間
、
職
務
内
容
・
職
位
・
勤

務
場
所
、
就
業
時
間・休
憩
時
間
、
休
日・休
暇
、
賃
金・

「出向・転籍」

※１　 出向先での賃金・労働条件、出向の期間、復帰の仕方など就業規則や労働協約等によって労働者の利益に配慮して整備されている、また出向命令が使用者
の権利の濫用ではないといった前提が必要

出典：「出向等に関する参考資料」経済産業省北海道経済産業局、筆者一部加工

図表　出向・転籍

出向元 転籍元出向先 転籍先

労働者 労働者

〔出向（在籍型出向）〕

出向契約 転籍契約

雇用雇用
関係関係

雇用雇用
関係関係

雇用雇用
関係関係

〔転籍（転籍型出向）〕

雇用関係の雇用関係の
終了終了
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出
向
・
転
籍
は
人
事
異
動
の
一
つ

今
回
は
、
出
向
・
転
籍
に
つ
い
て
取
り
上
げ
ま
す
。

出
向
・
転
籍
は
人
事
異
動
の
一
つ
で
す
。
人
事
異
動

と
は
、
社
員
の
所
属
す
る
組
織
や
地
位
、
勤
務
条
件
な

ど
が
変
わ
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。

人
事
異
動
の
う
ち
、
社
員
の
所
属
す
る
組
織
を
変
え

る
お
も
な
行
為
が
配
置
転
換
・
出
向
・
転
籍
で
す
。
こ

の
う
ち
ほ
ぼ
す
べ
て
の
企
業
で
行
わ
れ
る
の
が
配
置
転

換
で
、自
社
内
に
お
い
て
、勤
務
地
や
所
属
す
る
部
署・

職
務
が
変
更
と
な
る
こ
と
を
さ
し
ま
す
。
一
方
で
、
自

社
以
外
の
企
業
へ
所
属
や
職
務
が
変
わ
る
こ
と
が
出

向
・
転
籍
で
、「
社
外
へ
の
異
動
」
と
い
う
の
が
配
置

転
換
と
の
違
い
に
な
り
ま
す
。

出
向
は
元
の
会
社
と
の
雇
用
関
係
あ
り

そ
れ
で
は
、
出
向
と
転
籍
に
つ
い
て
具
体
的
に
み
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
は
出
向
で
す
が
、
図
表

の〔
出
向
〕に
あ
る
通
り
、労
働
者
が
出
向
元
企
業
（
自

社
）
と
出
向
先
企
業（
他
社
）
と
労
働
契
約
を
結
び
、

双
方
と
雇
用
関
係
を
持
ち
な
が
ら
職
務
に
従
事
す
る
こ

と
を
い
い
ま
す
。
労
働
者
が
も
と
も
と
労
働
契
約
を
結

ん
で
い
る
企
業
に
在
籍
し
た
ま
ま
他
社
の
仕
事
を
す
る

こ
と
か
ら
在
籍
型
出
向
と
も
呼
ば
れ
ま
す
。
民
法
上
で

手
当
な
ど
の
負
担
、
社
会
保
険
・
労
働
保
険
の
扱
い
、

福
利
厚
生
の
扱
い
、
人
事
考
課
の
実
施
方
法
、
途
中
解

約
の
条
件
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
※２
。こ
の
う
ち
、就
業
時
間・

休
憩
時
間
、
休
日
・
休
暇
、
安
全
配
慮
・
労
災
保
険
な

ど
の
就
労
に
か
か
わ
る
部
分
は
出
向
先
、
解
雇
に
つ
い

て
は
出
向
元
の
就
業
規
則
に
従
い
ま
す
。
賃
金
に
関
し

て
は
、
出
向
元
・
出
向
先
の
い
ず
れ
が
給
与
を
支
払
う

窓
口
と
な
る
か
、
支
給
水
準
や
各
々
の
支
払
い
の
負
担

（
出
向
負
担
金
）を
ど
う
す
る
か
は
両
社
の
協
議
で
定
め
、

厚
生
年
金
・
健
康
保
険
は
賃
金
の
支
払
窓
口
と
な
る
企

業
の
適
用
、
雇
用
保
険
は
賃
金
負
担
の
大
き
い
企
業
の

負
担
と
い
う
の
が
基
本
的
な
考
え
と
な
り
ま
す
。

転
籍
は
元
の
会
社
と
の

雇
用
関
係
が
な
く
な
る

次
に
転
籍
で
す
が
、
図
表
の〔
転
籍
〕を
み
る
と
、

転
籍
元
と
労
働
者
間
は
雇
用
関
係
終
了
と
な
り
、
転
籍

先
と
労
働
者
間
の
み
雇
用
関
係
あ
り
と
な
っ
て
い
ま

す
。
こ
の
よ
う
に
、
元
の
会
社
と
の
労
働
契
約
を
終
了

さ
せ
、
転
籍
先
と
労
働
者
間
で
新
た
に
労
働
契
約
を
結

ぶ
こ
と
を
転
籍
と
い
い
ま
す
。
転
籍
元
・
転
籍
先
・
労

働
者
間
で
結
ぶ
転
籍
契
約
に
基
づ
き
、
一
定
期
間
出
向

し
た
後
に
、
出
向
元
企
業
と
の
雇
用
契
約
を
終
了
さ
せ

る
と
同
時
に
、
出
向
先
企
業
と
の
雇
用
契
約
を
発
生
さ

せ
る
ケ
ー
ス
が
多
い
こ
と
か
ら
転
籍
型
出
向
と
呼
ば
れ

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
、
企
業
が
保
有
す
る
事

業
の
一
部
ま
た
は
全
部
を
他
社
に
譲
り
渡
す
事
業
譲
渡

や
、
別
会
社
に
移
転
す
る
会
社
譲
渡
に
と
も
な
う
転
籍

も
あ
る
た
め
、
転
籍
は
出
向
と
必
ず
し
も
一
緒
に
行
わ

れ
る
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

転
籍
に
お
け
る
出
向
と
の
大
き
な
違
い
は
、
労
働
者

の
個
別
の
合
意
な
く
企
業
の
一
方
的
な
命
令
だ
け
で
は

転
籍
さ
せ
ら
れ
な
い
点
に
あ
り
ま
す
※３
。
ま
た
、
出
向
契

約
に
定
め
る
よ
う
な
、
労
働
条
件
や
賃
金
な
ど
に
つ
い

て
の
出
向
元
・
出
向
先
ど
ち
ら
の
規
程
に
従
う
か
と
い
っ

た
別
は
な
く
、
す
べ
て
転
籍
先
の
規
程
に
従
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
転
籍
に
よ
る
労
働
者
の
処
遇
へ
の

影
響
が
避
け
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
転
籍
前
の
給
与
水

準
を
維
持
す
る
、
退
職
金
の
支
給
や
年
次
有
給
休
暇
の

付
与
日
数
に
お
い
て
、
転
籍
前
の
勤
務
期
間
を
通
算
す

る
な
ど
の
個
別
の
定
め
を
す
る
ケ
ー
ス
も
み
ら
れ
ま
す
。

出
向
と
転
籍
に
は
メ
リ
ッ
ト
も
大
き
い

か
つ
て
大
ヒ
ッ
ト
し
た
銀
行
を
舞
台
に
し
た
某
ド
ラ
マ

で
、
出
向
や
転
籍
だ
け
は
し
た
く
な
い
と
い
っ
た
シ
ー
ン

が
た
び
た
び
あ
っ
た
よ
う
に
、
特
に
労
働
者
側
の
立
場
か

ら
は
、
出
向
・
転
籍
に
対
し
て
消
極
的
な
印
象
が
強
い
か

と
思
い
ま
す
。
た
し
か
に
、
以
前
は
人
員
数
や
人
件
費
削

減
の
た
め
に
な
か
ば
強
制
的
に
子
会
社
や
関
連
会
社
に

出
向
・
転
籍
さ
せ
、
同
時
に
給
与
水
準
を
引
き
下
げ
る

と
い
っ
た
運
用
が
多
く
み
ら
れ
た
こ
と
は
否
め
ま
せ
ん
。

し
か
し
、近
年
で
は
そ
の
状
況
は
変
わ
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

例
え
ば
、
２
０
２
１
年
の
「
在
籍
型
出
向
に
関
す
る

ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
に
つ
い
て
」※４
を
み
る
と
出
向
先
で
の

業
務
経
験
に
よ
り
知
識
・
ス
キ
ル
が
高
ま
っ
た
、
出
向

先
で
の
交
流
を
通
じ
て
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
広
が
っ

た
、
出
向
先
で
の
業
務
経
験
に
よ
り
キ
ャ
リ
ア
の
選
択

肢
が
広
が
っ
た
と
い
う
キ
ャ
リ
ア
形
成
・
能
力
開
発
に

関
す
る
メ
リ
ッ
ト
を
見
出
す
労
働
者
側
の
回
答
が
目
立

ち
ま
す
。
こ
こ
で
は
転
籍
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い

ま
せ
ん
が
、
出
向
先
の
業
務
が
気
に
入
っ
て
自
ら
転
籍

を
希
望
す
る
と
い
う
事
例
は
実
際
に
耳
に
し
ま
す
。

ま
た
、
人
員
数
や
人
件
費
の
調
整
で
は
な
く
、
社
内

や
企
業
グ
ル
ー
プ
内
で
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
を
目
的
に
、

本
人
希
望
や
公
募
を
起
点
と
し
た
出
向
・
転
籍
を
実
施

す
る
企
業
も
増
え
て
い
ま
す
。
こ
の
ほ
か
、
人
手
不
足

の
な
か
、
社
員
が
社
外
に
転
職
す
る
前
に
、
社
内
の
異

な
る
仕
事
に
目
を
向
け
て
も
ら
い
リ
テ
ン
シ
ョ
ン
（
人

材
流
出
防
止
）
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
り
、
高
度

な
専
門
的
ス
キ
ル
を
有
す
る
人
材
を
本
社
等
で
採
用

し
、
一
定
期
間
従
事
後
に
子
会
社
等
に
出
向
・
転
籍
さ

せ
る
こ
と
で
グ
ル
ー
プ
全
体
の
専
門
レ
ベ
ル
を
引
き
上

げ
る
施
策
を
と
る
企
業
も
増
え
て
い
ま
す
。

多
様
な
働
き
方
が
求
め
ら
れ
る
な
か
、今
後
は
出
向・

転
籍
も
キ
ャ
リ
ア
の
幅
を
広
げ
る
機
会
と
と
ら
え
ら
れ

る
こ
と
が
増
え
て
い
く
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

次
は
、「
役
員
報
酬
」
に
つ
い
て
取
り
上
げ
ま
す
。

※２　『在籍型出向「基本がわかる」ハンドブック（第２版）』（厚生労働省）。在籍型出向の詳しい解説や出向契約書の参考例あり
※３　会社分割による場合は、労働者の個別の合意なく、分割契約書の定めによる包括的同意のみで転籍可能とされている
※４　 都道府県労働局にて産業雇用安定助成金の計画届を受理した出向元・出向先事業主および在籍型出向を経験した労働者に対して都道府県労

働局が2021年８月に実施した調査
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第48回

今
回
は
、
役
員
報
酬
に
つ
い
て
取
り
上
げ
ま
す
。

役
員
報
酬
に
は

支
払
い
方
法
の
種
類
が
複
数
あ
る

役
員
報
酬
と
は
、
簡
単
に
い
う
と
「
役
員
に
求
め
ら

れ
る
役
割
・
業
務
遂
行
等
に
対
す
る
対
価
」
の
こ
と
で

す
。
役
員
と
は
、
取
締
役
・
執
行
役
・
会
計
参
与
・
監

査
役
・
理
事
・
監
事
お
よ
び
清
算
人
と
い
う
幅
広
い
対

象
者
と
な
り
ま
す
※１
。
た
だ
し
、
役
員
の
対
象
に
よ
っ

て
支
払
い
条
件
に
異
な
る
部
分
が
あ
る
こ
と
や
、
対
象

者
数
と
し
て
最
も
多
い
の
が
取
締
役
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
本
稿
で
は
〝
取
締
役
に
対
す
る
報
酬
〞
を
中
心
に

解
説
し
て
い
き
ま
す
。

最
初
に
、
役
員
報
酬
の
種
類
に
つ
い
て
押
さ
え
て
い

き
ま
す
。
役
員
報
酬
は
、
毎
月
の
給
与
に
該
当
す
る
基

本
報
酬
と
あ
ら
か
じ
め
設
定
し
た
条
件（
利
益
目
標
の

達
成
や
成
長
率
等
）を
達
成
す
る
こ
と
で
支
払
わ
れ
る

イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
、
退
職
時
に
支
給
さ
れ
る
退
職
慰
労

金
に
大
別
さ
れ
ま
す
。
基
本
報
酬
は
原
則
、
毎
月
一
定

額
で
支
払
わ
れ
る
こ
と
か
ら
固
定
報
酬
、イ
ン
セ
ン
テ
ィ

ブ
は
支
払
い
有
無
や
支
払
額
が
条
件
達
成
度
合
い
で
異

な
る
こ
と
か
ら
変
動
報
酬
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

こ
こ
ま
で
だ
と
従
業
員
の
給
与
・
賞
与
・
退
職
金
の

関
係
に
近
く
イ
メ
ー
ジ
し
や
す
い
と
思
い
ま
す
が
、
従

業
員
の
給
与
等
に
あ
ま
り
み
ら
れ
な
い
支
払
い
方
法
と

し
て
、
非
金
銭
報
酬
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
従
業

員
の
場
合
は
労
働
基
準
法
上
、
給
与
は
現
金
で
支
払
う

こ
と
と
定
め
ら
れ
、
役
員
報
酬
で
も
基
本
報
酬
は
現
金

（
金
銭
報
酬
）で
支
払
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、

イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
に
つ
い
て
は
、
上
場
企
業
の
場
合
は

会
社
の
業
績
・
成
長
と
株
価
の
関
連
性
が
強
い
こ
と
か

ら
、
自
社
株
式
の
付
与
を
も
っ
て
報
酬
と
す
る
株
式
報

酬
（
非
金
銭
報
酬
）
を
用
い
る
ケ
ー
ス
が
多
く
み
ら
れ

ま
す
。役

員
報
酬
に
は
税
法
上
の
制
約
も
あ
る

従
業
員
の
場
合
に
は
、
労
働
基
準
法
等
に
定
め
ら
れ

て
い
る
事
項
を
遵
守
す
れ
ば
給
与
・
賞
与
等
は
会
社
毎

の
ペ
イ
ポ
リ
シ
ー（
支
払
い
に
対
す
る
基
本
的
な
考
え

方
）
に
従
っ
て
自
由
に
設
計
で
き
、
支
払
額
に
つ
い
て

は
原
則
、
法
人
税
法
※２
上
の
損
金（
経
費
）と
し
て
算

入（
損
金
算
入
）で
き
ま
す
が
、
役
員
報
酬
の
場
合
に

は
次
の
い
ず
れ
か
の
支
払
い
方
法
に
該
当
し
な
い
場
合

に
は
損
金
算
入
が
認
め
ら
れ
な
い
※３
と
い
う
制
約
が
あ

り
ま
す
。

①
定
期
同
額
給
与･･･

１
カ
月
以
下
の
一
定
期
間
ご
と

に
同
額
で
支
給
す
る
も
の
。

②
事
前
確
定
届
出
給
与･･･

所
定
の
時
期
に
確
定
額
の

金
銭
ま
た
は
確
定
数
の
株
式
等
を
支
給
す
る
こ
と
を

事
前
に
定
め
た
届
出
書
を
税
務
署
に
提
出
し
、
届
け

出
た
時
期
と
金
額
通
り
に
支
給
す
る
も
の
。

「役員報酬」

※１　 各々の役割・設置条件については、本連載第16回「役員」（2021年９月号）を参照
https://www.jeed.go.jp/elderly/data/elder/book/elder_202109/html5.html#page=52

※２　 法人税…… 法人の企業活動により得られる所得に対して課される税。
法人の所得金額は、益金の額から損金の額を引いた金額となる

※３　  役員報酬の損金算入が認められないと損金と認められる額が小さくなり、
課税対象となる所得が大きくなる

➡
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今
回
は
、
役
員
報
酬
に
つ
い
て
取
り
上
げ
ま
す
。

役
員
報
酬
に
は

支
払
い
方
法
の
種
類
が
複
数
あ
る

役
員
報
酬
と
は
、
簡
単
に
い
う
と
「
役
員
に
求
め
ら

れ
る
役
割
・
業
務
遂
行
等
に
対
す
る
対
価
」
の
こ
と
で

す
。
役
員
と
は
、
取
締
役
・
執
行
役
・
会
計
参
与
・
監

査
役
・
理
事
・
監
事
お
よ
び
清
算
人
と
い
う
幅
広
い
対

象
者
と
な
り
ま
す
※１
。
た
だ
し
、
役
員
の
対
象
に
よ
っ

て
支
払
い
条
件
に
異
な
る
部
分
が
あ
る
こ
と
や
、
対
象

者
数
と
し
て
最
も
多
い
の
が
取
締
役
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
本
稿
で
は
〝
取
締
役
に
対
す
る
報
酬
〞
を
中
心
に

解
説
し
て
い
き
ま
す
。

最
初
に
、
役
員
報
酬
の
種
類
に
つ
い
て
押
さ
え
て
い

き
ま
す
。
役
員
報
酬
は
、
毎
月
の
給
与
に
該
当
す
る
基

本
報
酬
と
あ
ら
か
じ
め
設
定
し
た
条
件（
利
益
目
標
の

達
成
や
成
長
率
等
）を
達
成
す
る
こ
と
で
支
払
わ
れ
る

イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
、
退
職
時
に
支
給
さ
れ
る
退
職
慰
労

金
に
大
別
さ
れ
ま
す
。
基
本
報
酬
は
原
則
、
毎
月
一
定

額
で
支
払
わ
れ
る
こ
と
か
ら
固
定
報
酬
、イ
ン
セ
ン
テ
ィ

ブ
は
支
払
い
有
無
や
支
払
額
が
条
件
達
成
度
合
い
で
異

な
る
こ
と
か
ら
変
動
報
酬
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

こ
こ
ま
で
だ
と
従
業
員
の
給
与
・
賞
与
・
退
職
金
の

関
係
に
近
く
イ
メ
ー
ジ
し
や
す
い
と
思
い
ま
す
が
、
従

業
員
の
給
与
等
に
あ
ま
り
み
ら
れ
な
い
支
払
い
方
法
と

し
て
、
非
金
銭
報
酬
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
従
業

参
照
）
の
報
酬
決
定
・
支
給
プ
ロ
セ
ス
面
で
の
制
約
も

あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
役
員
報
酬
の
支
払
い
方
法
に
は
さ
ま
ざ

ま
な
制
約
が
あ
り
ま
す
が
、
決
算
を
見
越
し
た
過
大
・

過
小
な
支
払
い
を
認
め
て
し
ま
う
と
、
利
益
や
支
払
う

べ
き
税
金
が
調
整
で
き
て
し
ま
う
か
ら
だ
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。

近
年
の
役
員
報
酬
の
傾
向

最
後
に
、
役
員
報
酬
の
近
年
の
傾
向
に
つ
い
て
み
て

い
き
ま
し
ょ
う
。
ま
ず
は
水
準
感
で
す
が
、
規
模
別
や

役
位（
ポ
ジ
シ
ョ
ン
）別
に
い
く
つ
か
の
統
計
が
存
在

し
ま
す
。
し
か
し
、
役
員
の
報
酬
に
対
し
て
社
外
に
開

示
し
た
く
な
い
と
い
う
意
識
の
企
業
も
多
く
、
各
統
計

と
も
回
答
母
数
が
少
な
い
の
が
実
情
で
す
。
比
較
的
母

数
が
多
い
（
企
業
規
模
計
・
１
１
２
３
社
）
統
計
が
図

表
の
「
令
和
５
年
民
間
企
業
に
お
け
る
役
員
報
酬
（
給

与
）
調
査
」
の
結
果
で
、
ほ
か
の
統
計
の
数
値
と
比
較

し
て
も
乖
離
が
な
い
た
め
、
お
お
よ
そ
こ
の
く
ら
い
の

水
準
感
と
認
識
し
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。

同
統
計
の
第
５
表（
報
酬
月
額
の
改
定
状
況
）を
み

る
と
、
２
０
２
２（
令
和
４
）年
に
増
額
改
定
し
た
企

業
は
42
・
５
％（
減
額
改
定
６
・
９
％
）、２
０
２
３
年

増
額
改
定（
予
定
を
含
む
）は
31・４
％（
減
額
改
定〔
予

定
を
含
む
〕５
・
４
％
）と
い
う
状
況
で
す
。
上
場
企

業
に
つ
い
て
は
１
億
円
超
の
報
酬
額
が
支
払
わ
れ
る
役

員
に
つ
い
て
は
、
個
人
名
と
支
払
額
等
を
有
価
証
券
報

告
書
等
で
開
示
す
る
よ
う
に
企
業
内
容
等
の
開
示
に
関

す
る
内
閣
府
令
で
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
２
０
２
３

年
３
月
期
決
算
の
公
表
で
は
、
対
象
者
７
１
７
人
（
東

京
商
工
リ
サ
ー
チ
調
べ
）
と
開
示
人
数
が
過
去
最
多
と

話
題
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
役
員
報

酬
水
準
は
増
加
傾
向
に
あ
る
と
い
え
ま
す
。

支
払
い
方
法
に
つ
い
て
は
、
上
場
企
業
を
中
心
と
し

た
株
式
報
酬
の
導
入
増
加
が
傾
向
と
し
て
あ
げ
ら
れ
ま

す
。
日
本
企
業
の
役
員
報
酬
の
特
徴
と
し
て
固
定
報
酬

の
比
率
が
高
く
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
部
分
が
薄
い
た
め

「
攻
め
の
経
営
」
が
で
き
て
い
な
い
と
い
う
指
摘
が
あ

り
※５
、
か
ね
て
よ
り
年
度
利
益
に
連
動
し
た
賞
与
の
導

入
な
ど
短
期
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
拡
大
を
図
る
企
業
は

多
く
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
短
期
的
な
業
績
向
上
だ

け
で
は
な
く
、
中
長
期
的
な
企
業
価
値
の
向
上
を
見
す

え
た
経
営
を
促
進
す
る
た
め
の
仕
組
み
の
整
備
も
必
要

と
の
方
針
が
日
本
再
興
戦
略
（
平
成
27〈
２
０
１
５
〉

年
６
月
30
日
閣
議
決
定
）で
打
ち
出
さ
れ
、
以
降
、
中

長
期
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
し
て
株
式
報
酬
を
導
入
す
る

会
社
は
年
々
増
加
し
、
一
般
社
団
法
人
日
本
経
済
団
体

連
合
会
に
よ
る
と
２
０
１
５
年
時
点
で
５
９
２
社
だ
っ

た
導
入
企
業
は
２
０
２
３
年
７
月
１
日
時
点
で
２
３
２

１
社
と
４
倍
近
く
に
な
っ
て
い
ま
す
※ 6
。

次
回
は
、「
裁
量
労
働
制
」に
つ
い
て
取
り
上
げ
ま
す
。
※４　業務執行役員……会社内での担当業務の責任者等として遂行における中心的な役割をになう立場の者
※５　「『攻めの経営』をうながす役員報酬 ～企業の持続的成長のためのインセンティブプラン導入の手引～」（経済産業省・2023年３月時点版）に詳しく記載
※6　「役員・従業員へのインセンティブ報酬制度の活用拡大に向けた提言」（一般社団法人日本経済団体連合会・2024年 1月16日）

③
業
績
連
動
給
与･･･

業
務
執
行
役
員
※４
に
対
し
て
業

績
に
連
動
し
て
支
給
す
る
も
の
。
利
益
の
状
況
や
株

式
の
市
場
価
格
の
状
況
な
ど
を
示
す
指
標
を
基
礎
と

し
て
、
支
給
額
の
算
定
方
法
が
客
観
的
に
定
め
ら

れ
、
有
価
証
券
報
告
書
な
ど
に
よ
り
開
示
さ
れ
て
い

る
こ
と
な
ど
の
条
件
を
満
た
す
必
要
が
あ
る（
有
価

証
券
報
告
書
等
の
開
示
が
条
件
と
な
る
た
め
実
質
的

に
は
上
場
企
業
に
し

か
使
え
な
い
）。

な
お
、
役
員
報
酬

の
支
給
額
や
算
定
方

法
に
つ
い
て
は
、
定

款
ま
た
は
株
主
総
会

決
議
に
よ
っ
て
定

め
、
定
期
同
額
給
与

額
に
変
更
が
あ
る
場

合
は
事
業
年
度
開
始

か
ら
３
カ
月
以
内
に

支
払
い
を
開
始
、
事

前
確
定
届
出
給
与
を

支
払
う
場
合
は
定
め

ら
れ
た
期
限
内
に
税

務
署
に
届
出
を
す
る

必
要
が
あ
る
な
ど

（
詳
細
は
国
税
庁

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
を

「*」は、集計実人員が 20人以下であることを示す。
出典：人事院「令和5年民間企業における役員報酬（給与）調査」2024（令和6）年2月29日掲載
https://www.jinji.go.jp/kouho_houdo/toukei/0321_yakuinhousyu/0321_yakuinhousyu_ichiran.html

図表　企業規模別、役名別平均年間報酬
役名 役名 役名 役名 役名 役名 役名 役名 役名 役名 役名

会長 副会長 社長 副社長 専務 常務 専任
取締役

部長等
兼任

監査等
委員 監査役 専任執行

役員
万円 万円 万円 万円 万円 万円 万円 万円 万円 万円 万円

企業規模
全規模 6,391.1 5,821.5 5,196.8 4,494.4 3,246.9 2,480.0 2,086.6 1,746.2 2,054.0 1,694.9 2,368.9

3,000人以上 9,305.8 *7,579.4 8,602.6 6,008.8 4,545.0 3,354.8 2,990.8 1,968.6 2,965.4 2,692.9 3,469.0
1,000人以上
3,000人未満 5,813.1 *6,205.7 5,275.6 3,947.9 3,343.6 2,464.2 2,100.3 1,743.3 1,810.5 1,657.5 2,156.9

500人以上
1,000人未満 5,636.4 *3,062.6 4,225.5 3,510.6 2,543.4 2,154.4 1,836.6 1,707.7 1,587.4 1,326.8 1,701.6



株式会社グローセンパートナー 執行役員・ディレクター　吉岡利之
人事用語辞典
■■■■■■■■いま さ ら 聞 け な い
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第49回

今
回
は
、
裁
量
労
働
制
に
つ
い
て
取
り
上
げ
ま
す
。

２
０
２
４（
令
和
６
）年
４
月
１
日
施
行
で
、
裁
量
労
働

制
に
関
す
る
厚
生
労
働
省
令・大
臣
告
示
の
改
正
が
あ
っ

た
た
め
、
そ
の
内
容
も
含
め
て
解
説
し
て
い
き
ま
す
。

定
め
ら
れ
た
時
間
働
い
た
と

〝
み
な
す
〞
制
度

裁
量
労
働
制
と
は
、
業
務
遂
行
の
手
段
や
時
間
配
分

な
ど
を
大
幅
に
労
働
者
の
裁
量
に
委
ね
る
制
度
で
す
。

「
裁
量
」と
は
一
般
的
に
は
本
人
の
考
え
や
判
断
に
よ

り
実
行
に
移
す
こ
と
を
さ
し
ま
す
。

こ
の
制
度
が
適
用
さ
れ
る
と
、
実
際
に
働
い
た
時
間

に
か
か
わ
ら
ず
、
会
社
と
労
働
者
間
で
定
め
た
時
間
分

を
働
い
た
と
み
な
す（
実
際
に
あ
っ
た
も
の
と
し
て
扱
う
）

こ
と
に
な
り
ま
す
。
企
業
が
定
め
る
就
業
時
間
で
あ
る

所
定
労
働
時
間
が
８
時
間
の
場
合
、
７
時
間
し
か
働
か

な
い
と
き
は
欠
勤
扱
い
に
な
り
１
時
間
分
の
賃
金
は
減

少
、
９
時
間
働
い
た
場
合
は
時
間
外
労
働
と
な
り
１
時

間
分
の
時
間
外
手
当
を
支
給
と
い
う
の
が
基
本
的
な
労

働
時
間
と
賃
金
の
考
え
方
で
す
。
一
方
、
裁
量
労
働
制
の

場
合
、
１
日
８
時
間
働
い
た
と
す
る
み
な
し
時
間
を
定

め
る
と
、
７
時
間
働
い
て
も
９
時
間
働
い
て
も
支
払
わ

れ
る
賃
金
は
変
わ
ら
な
い
と
い
う
の
が
原
則
で
す
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
裁
量
労
働
制
は
み
な
し
労
働
時
間

制
の
一
部
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
ほ
か
の
み
な
し
労
働

時
間
制
に
該
当
す
る
も
の
に
事
業
場
外
み
な
し
労
働
時

間
制
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
ち
ら
は
労
働
時
間
の
全
部

ま
た
は
一
部
を
事
業
場
外
で
の
業
務
に
従
事
し
た
場
合

に
労
働
時
間
の
「
算
定
」が
困
難
な
際
に
働
い
た
と
み

な
す
制
度
な
の
で
、「
裁
量
」に
よ
る
時
間
配
分
に
よ
り

働
い
た
と
み
な
す
裁
量
労
働
制
と
は
別
物
で
す
。

裁
量
労
働
制
の
対
象
業
務

裁
量
労
働
制
を
適
用
す
る
に
は
、「
専
門
業
務
型
裁

量
労
働
制
」（
以
下
、「
専
門
型
」）ま
た
は
「
企
画
業
務

型
裁
量
労
働
制
」（
以
下
、「
企
画
型
」）の
い
ず
れ
か
の

条
件
を
満
た
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
専
門
型
か
企

画
型
か
は
、
対
象
と
な
る
業
務
の
違
い
で
す
。
ま
ず
は

専
門
型
で
す
が
、
高
度
な
専
門
性
を
必
要
と
す
る
業
務

の
性
質
上
、
業
務
遂
行
に
お
い
て
本
人
の
大
幅
な
裁
量

が
あ
る
と
想
定
さ
れ
る
20
の
対
象
業
務
が
厚
生
労
働
省

令
お
よ
び
大
臣
告
示
に
て
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
（
図

表
）。
な
お
、
図
表
の
13「
い
わ
ゆ
る
Ｍ
＆
Ａ
ア
ド
バ

イ
ザ
ー
の
業
務
」に
つ
い
て
は
、
冒
頭
で
述
べ
た
令
和

６
年
施
行
の
法
改
正
に
よ
り
追
加
さ
れ
た
業
務
で
す
。

次
に
企
画
型
で
す
が
、
具
体
的
な
業
務
指
定
は
な
く
、

「
事
業
の
運
営
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
の
業
務
」、「
企

画
、
立
案
、
調
査
お
よ
び
分
析
の
業
務
」、「
業
務
遂
行

の
方
法
を
大
幅
に
労
働
者
の
裁
量
に
委
ね
る
必
要
が
あ

る
業
務
」、「
業
務
遂
行
の
手
段
お
よ
び
時
間
配
分
に
つ

い
て
、
使
用
者
が
具
体
的
な
指
示
を
し
な
い
業
務
」で

「裁量労働制」
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今
回
は
、
裁
量
労
働
制
に
つ
い
て
取
り
上
げ
ま
す
。

２
０
２
４（
令
和
６
）年
４
月
１
日
施
行
で
、
裁
量
労
働

制
に
関
す
る
厚
生
労
働
省
令・大
臣
告
示
の
改
正
が
あ
っ

た
た
め
、
そ
の
内
容
も
含
め
て
解
説
し
て
い
き
ま
す
。

定
め
ら
れ
た
時
間
働
い
た
と

〝
み
な
す
〞
制
度

裁
量
労
働
制
と
は
、
業
務
遂
行
の
手
段
や
時
間
配
分

な
ど
を
大
幅
に
労
働
者
の
裁
量
に
委
ね
る
制
度
で
す
。

「
裁
量
」と
は
一
般
的
に
は
本
人
の
考
え
や
判
断
に
よ

り
実
行
に
移
す
こ
と
を
さ
し
ま
す
。

こ
の
制
度
が
適
用
さ
れ
る
と
、
実
際
に
働
い
た
時
間

に
か
か
わ
ら
ず
、
会
社
と
労
働
者
間
で
定
め
た
時
間
分

を
働
い
た
と
み
な
す（
実
際
に
あ
っ
た
も
の
と
し
て
扱
う
）

こ
と
に
な
り
ま
す
。
企
業
が
定
め
る
就
業
時
間
で
あ
る

所
定
労
働
時
間
が
８
時
間
の
場
合
、
７
時
間
し
か
働
か

な
い
と
き
は
欠
勤
扱
い
に
な
り
１
時
間
分
の
賃
金
は
減

少
、
９
時
間
働
い
た
場
合
は
時
間
外
労
働
と
な
り
１
時

間
分
の
時
間
外
手
当
を
支
給
と
い
う
の
が
基
本
的
な
労

働
時
間
と
賃
金
の
考
え
方
で
す
。
一
方
、
裁
量
労
働
制
の

場
合
、
１
日
８
時
間
働
い
た
と
す
る
み
な
し
時
間
を
定

め
る
と
、
７
時
間
働
い
て
も
９
時
間
働
い
て
も
支
払
わ

れ
る
賃
金
は
変
わ
ら
な
い
と
い
う
の
が
原
則
で
す
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
裁
量
労
働
制
は
み
な
し
労
働
時
間

制
の
一
部
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
ほ
か
の
み
な
し
労
働

時
間
制
に
該
当
す
る
も
の
に
事
業
場
外
み
な
し
労
働
時

あ
る
こ
と
の
す
べ
て
を
満
た
し
た
業
務
が
対
象
と
さ
れ

て
い
ま
す
。
一
見
、
対
象
範
囲
が
広
そ
う
に
み
え
ま
す

が
、
実
際
に
は
こ
れ
ら
の
す
べ
て
を
満
た
す
業
務
は
か

な
り
制
限
さ
れ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

制
度
を
遂
行
す
る
と
き
に
注
意
す
べ
き
点

手
続
き
面
で
も
条
件
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
例
え
ば
、
専
門
型
の
場
合
に
は
、
労
使
協
定
※１
に

て
次
の
①
〜
⑩
を
定
め
、
労
働
基
準
監
督
署
へ
届
け
出

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。「
①
制
度
の

対
象
業
務
」、「
②
み
な
し
労
働
時

間
」、「
③
業
務
遂
行
の
手
段
や
時

間
配
分
に
関
し
、
使
用
者
が
適
用

労
働
者
に
具
体
的
な
指
示
を
し
な

い
こ
と
」、「
④
適
用
労
働
者
の
労

働
時
間
の
状
況
に
応
じ
て
実
施
す

る
健
康
・
福
祉
確
保
措
置
の
具
体

的
内
容
」、「
⑤
適
用
労
働
者
か
ら

の
苦
情
処
理
の
た
め
に
実
施
す
る

措
置
の
具
体
的
内
容
」、「
⑥
制
度

の
適
用
に
あ
た
っ
て
労
働
者
本
人

の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
」、「
⑦
制
度
の
適
用
に
労
働

者
が
同
意
を
し
な
か
っ
た
場
合
に

不
利
益
な
取
扱
い
を
し
て
は
な
ら

な
い
こ
と
」、「
⑧
制
度
の
適
用
に
関
す
る
同
意
の
撤
回

の
手
続
」、「
⑨
労
使
協
定
の
有
効
期
間
」、「
⑩
労
働
時

間
の
状
況
等
※２
や
、
同
意
お
よ
び
同
意
の
撤
回
の
労
働

者
ご
と
の
記
録
を
協
定
の
有
効
期
間
中
お
よ
び
そ
の
期

間
満
了
後
３
年
間
保
存
す
る
こ
と
」
で
す
。
傍
線
部
分

が
２
０
２
４
年
改
正
で
の
追
加
事
項
で
あ
り
、
労
使
協

定
の
内
容
や
制
度
の
概
要
、
適
用
さ
れ
る
賃
金
・
評
価

制
度
の
内
容
、
同
意
を
し
な
か
っ
た
場
合
の
配
置
お
よ

び
処
遇
な
ど
を
説
明
の
う
え
、
本
人
の
同
意
を
得
る
こ

と
が
必
要
と
さ
れ
ま
し
た
。

企
画
型
の
手
続
き
に
つ
い
て
は
、
誌
面
の
都
合
に

よ
り
割
愛
し
ま
す
が
、
よ
り
厳
し
い
条
件
と
な
っ
て

い
ま
す
※3
。

裁
量
労
働
制
の
適
用
状
況

そ
れ
で
は
、
最
後
に
裁
量
労
働
制
の
適
用
状
況
に
つ

い
て
み
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
厚
生
労
働
省
の
令

和
５
年
就
労
条
件
総
合
調
査
の
概
況
を
み
る
と
、
み
な

し
労
働
時
間
制
を
採
用
し
て
い
る
企
業
が
14
・
３
％
、

う
ち
専
門
型
は
２
・
１
％
、企
画
型
は
０
・
４
％
と
い

う
状
況
で
す
。
10
年
前（
２
０
１
４
年
）の
同
調
査
の

み
な
し
労
働
時
間
制
を
採
用
し
て
い
る
企
業
13・３
％
、

う
ち
専
門
型
は
３
・
１
％
、企
画
型
は
０
・
８
％
と
比

べ
て
も
適
用
状
況
は
ほ
ぼ
変
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。

裁
量
労
働
制
は
、
適
切
に
運
用
す
れ
ば
、
近
年
の
柔

軟
な
働
き
方
を
推
進
す
る
有
効
な
手
段
で
す
。
２
０
２

４
年
の
法
改
正
を
機
に
、
よ
り
適
切
な
運
用
が
で
き
る

よ
う
に
本
稿
で
紹
介
し
た
冊
子
※3
や
、
厚
生
労
働
省
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
確
認
す
る
こ
と
を
お
す
す
め
し
ま
す
。ま
た
、

裁
量
労
働
制
に
つ
い
て
す
で
に
労
使
協
定
を
結
ん
で
い

る
場
合
で
も
、
法
改
正
に
従
っ
て
、
追
加
事
項
を
含
め

て
あ
ら
た
め
て
協
定
を
結
び
直
す
必
要
が
あ
り
ま
す
の

で
、
忘
れ
ず
に
対
応
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

＊　
＊　
＊　
＊

次
回
は
、「
副
業・兼
業
」
に
つ
い
て
取
り
上
げ
ま
す
。

※１　労使協定……事業主と過半数労働組合、または労働者の過半数代表者間で労働条件について定めた書面
※２　労働時間の状況等……正しくは「労働時間の状況、健康・福祉確保措置の実施状況、苦情処理措置の実施状況」
※３　 厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署が発行している『専門業務型裁量労働制の解説』、『企画業務型裁量労働制の解説』に

対象業務や手続き、規程・協定書・説明書・同意書例などが詳しく記載されている

出典：『専門業務型裁量労働制について』厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

図表　 

※太字部分は令和６年４月１日から追加される業務です。
１  新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務
 ２  情報処理システム（電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み
合わされた体系であってプログラムの設計の基本となるものをいう。７において同じ。）
の分析又は設計の業務

 ３  新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送法（昭和25
年法律第132号）第２条第28号に規定する放送番組（以下「放送番組」という。）の
制作のための取材若しくは編集の業務

 ４  衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務
 ５  放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務
 ６  広告、宣伝等における商品等の内容、特長等に係る文章の案の考案の業務（いわゆるコ
ピーライターの業務）

 ７  事業運営において情報処理システムを活用するための問題点の把握又はそれを活用する
ための方法に関する考案若しくは助言の業務（いわゆるシステムコンサルタントの業務）

 ８  建築物内における照明器具、家具等の配置に関する考案、表現又は助言の業務（いわゆ
るインテリアコーディネーターの業務）

 ９  ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
10  有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基
づく投資に関する助言の業務（いわゆる証券アナリストの業務）

11  金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
12  学校教育法（昭和22年法律第26号）に規定する大学における教授研究の業務（主と
して研究に従事するものに限る。）

13  銀行又は証券会社における顧客の合併及び買収に関する調査又は分析及びこれに基づ
く合併及び買収に関する考案及び助言の業務（いわゆるM&Aアドバイザーの業務）

14 公認会計士の業務
15 弁護士の業務
16  建築士（一級建築士、二級建築士及び木造建築士）の業務
17 不動産鑑定士の業務
18 弁理士の業務
19 税理士の業務
20 中小企業診断士の業務

A　専門業務型裁量労働制の対象となる業務は、次に掲げる業務です
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　人事労務管理は社員の雇用や働き方だけでなく、経営にも直結する重要な仕事ですが、制度に慣れてい
ない人には聞き慣れないような専門用語や、概念的でわかりにくい内容がたくさんあります。そこで本連
載では、人事部門に初めて配属になった方はもちろん、ある程度経験を積んだ方も、担当者なら押さえて
おきたい人事労務関連の基本知識や用語についてわかりやすく解説します。
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第50回

今
回
は
、
副
業
・
兼
業
に
つ
い
て
取
り
上
げ
ま
す
。

副
業
と
兼
業
の
各
々
の
定
義
は
多
様

副
業
・
兼
業
と
は
、
読
ん
で
字
の
ご
と
く
で「
二
つ

以
上
の
仕
事
を
か
け
持
ち
す
る
こ
と
」を
い
い
ま
す
。

こ
の
な
か
に
は
複
数
の
会
社
と
雇
用
契
約
を
結
ぶ
こ
と

や
、
事
業
主
と
し
て
複
数
の
会
社
の
業
務
を
請
負
や
委

任
と
い
っ
た
形
で
請
け
負
う
こ
と
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
形

態
が
想
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、よ
く
み
る
と“
副
業
”と“
兼
業
”と
い
う
似

た
よ
う
な
言
葉
が
並
列
に
な
っ
て
い
て
、
何
が
異
な
る
の

か
と
気
に
な
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
と
思
い
ま
す
。
こ

の
点
に
つ
い
て
は
じ
つ
は
明
確
で
は
な
く
、
企
業
に
よ
っ

て
定
義
は
多
様
で
、
政
府
が
発
行
し
て
い
る
資
料
で
も
使

い
分
け
て
い
る
ケ
ー
ス
と
分
け
て
い
な
い
ケ
ー
ス
が
あ
り

ま
す
。
区
別
す
る
場
合
に
は
、「
副
業
＝
収
入
を
得
る
た
め

に
た
ず
さ
わ
る
本
業
以
外
の
仕
事（
本
業
が
メ
イ
ン
業
務
、

副
業
が
サ
ブ
業
務
）」、「
兼
業
＝
同
程
度
の
労
働
時
間
や

労
力
を
か
け
て
行
う
複
数
の
仕
事
（
メ
イ
ン
業
務
・
サ
ブ

業
務
の
別
な
し
）」が
お
お
よ
そ
の
整
理
か
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
両
者
の
違
い
を
あ
え
て
明
確
に
し
な
い
複
業
と
呼

ぶ
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
用
語
の
違

い
が
法
律
面
や
手
続
き
面
で
特
に
影
響
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
た
め
、
同
義
と
し
て
扱
っ
て
も
問
題
な
い
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
す（
本
稿
で
も
特
に
区
別
は
し
ま
せ
ん
）。

時
代
に
よ
っ
て
変
化
す
る

副
業
・
兼
業
へ
の
ス
タ
ン
ス

か
つ
て
は
、
企
業
が
就
業
規
則
上
で
、
副
業
・
兼
業

を
許
可
し
な
い
の
が
一
般
的
で
し
た
。
お
も
な
理
由
と

し
て
は
、「
過
重
労
働
に
な
り
、本
業
に
支
障
を
来
す
」、

「
知
識
や
技
術
の
漏
洩
が
懸
念
さ
れ
る
」、「
人
材
の
流

出
に
つ
な
が
る
」と
い
っ
た
点
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
ま

た
、
終
身
雇
用
の
志
向
が
強
い
雇
用
環
境
の
な
か
で
、

副
業
・
兼
業
自
体
に
心
理
的
な
抵
抗
感
が
企
業
・
従
業

員
双
方
に
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、政
府
は
２
０
１
７（
平
成
29
）年
３
月
の『
働

き
方
改
革
実
行
計
画
』の「
５
．
柔
軟
な
働
き
方
が
し
や

す
い
環
境
整
備
」の
な
か
で
、
労
働
者
の
健
康
確
保
に

留
意
し
つ
つ
、
原
則
副
業
・
兼
業
を
認
め
る
方
向
で
、

副
業
・
兼
業
を
普
及
促
進
し
、
就
業
規
則
な
ど
で
、
合

理
的
な
理
由
な
く
副
業
・
兼
業
を
制
限
で
き
な
い
こ
と

を
ル
ー
ル
と
し
て
明
確
化
す
る
旨
を
掲
げ
た
こ
と
か
ら
、

副
業
を
認
め
る
会
社
が
増
え
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
後
、
厚
生
労
働
省
の『
モ
デ
ル
就
業
規
則
』※１
に

副
業
・
兼
業
を
認
め
る
記
載
例
を
掲
載
し
た
り
、
副
業
・

兼
業
を
認
め
る
う
え
で
の
必
要
事
項
や
労
働
時
間
の
管

理
方
法
・
雇
用
保
険
や
厚
生
年
金
保
険
な
ど
の
扱
い
な

ど
を
網
羅
し
た
『
副
業
・
兼
業
の
促
進
に
関
す
る
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
』※２
を
公
表
す
る
な
ど
し
て
副
業
を
促
進
し

て
い
く
環
境
を
整
え
て
い
き
ま
す
。
特
に
、
副
業
・
兼

「副業・兼業」

※１　モデル就業規則……https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/model/index.html
※２　副業・兼業の促進に関するガイドライン……https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html
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業
時
の
労
働
時
間
の
申
告
や
通
算
方
法
、
法
定
外
労
働

の
扱
い
が
わ
か
り
に
く
い
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
こ

の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
簡
便
な
労
働
時
間
管
理
の
方
法

（
管
理
モ
デ
ル
）を
示
し
た
こ
と
に
よ
り
、
副
業
・
兼
業

の
手
続
き
上
の
負
荷
が
減
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
経
営
者
の
団
体
で
あ
る
一
般
社
団
法
人
日
本

経
済
団
体
連
合
会（
経
団
連
）
も
働
き
手
の
エ
ン
ゲ
ー

ジ
メ
ン
ト
を
高
め
、
働
き
方
改
革
フ
ェ
ー
ズ
Ⅱ
を
推
進

す
る
と
し
て
副
業
・
兼
業
の
促
進
を
提
言
し
※３
、
２
０

２
３（
令
和
５
）
年
10
月
の
第
17
回
規
制
改
革
推
進
会

議
の
な
か
で
も
岸
田
首
相
が
、
兼
業
・
副
業
の
円
滑
化

を
は
じ
め
と
す
る
雇
用
関
係
の
制
度
の
見
直
し
に
言
及

す
る
な
ど
、
政
府
と
企
業
側
が
副
業
・
兼
業
を
牽
引
し

て
い
く
と
い
う
流
れ
が
近
年
明
確
に
な
っ
て
い
ま
す
。

副
業
・
兼
業
の
メ
リ
ッ
ト
は
大
き
い

こ
の
よ
う
な
流
れ
に
あ
わ
せ
て
、
副
業
・
兼
業
従
事

者
の
数
も
増
加
傾
向
に
あ
り
ま
す
。『
令
和
４
年
就
業

構
造
基
本
調
査
』（
総
務
省
統
計
局
）※４
内
に「
副
業
が

あ
る
者
の
推
移
―
全
国
」と
い
う
グ
ラ
フ
が
あ
り
ま
す

が
、
２
０
１
２
年
に
は
２
１
４・６
万
人
だ
っ
た
の
が
、

２
０
１
７
年
２
４
５・１
万
人
、
２
０
２
２
年
３
０
４・

９
万
人
と
、
特
に
２
０
１
７
年
以
降
の
伸
び
が
大
き
く

な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
経
団
連
が
２
０
２
２
年
10
月

に
提
示
し
た『
副
業
・
兼
業
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
結
果
』※５
を
参
照
す
る
と
社
外
で
副
業
・
兼
業
す
る

こ
と
を
認
め
て
い
る
企
業
は
、
従
業
員
数
１
０
０
人
未

満
企
業
で
31
・
６
％
の
と
こ
ろ
５
０
０
０
人
以
上
規
模

で
66
・
７
％
と
、
企
業
規
模
が
大
き
い
ほ
ど
認
め
て
い

る
企
業
の
割
合
が
大
き
く
な
っ
て
い
ま
す
。

副
業・兼
業
の
メ
リ
ッ
ト
に
つ
い
て
、従
業
員
に
と
っ

て
は
収
入
の
増
加
や
新
た
な
知
識
・
ス
キ
ル
習
得
、
多

様
な
キ
ャ
リ
ア
形
成
、
起
業
準
備
に
役
立
つ
な
ど
が
あ

げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
で
す
が
、
企
業
に
と
っ
て
は
ど

の
よ
う
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
図
表
を

参
照
す
る
と
複
数
の
観
点
か
ら
の
効
果
が
示
さ
れ
て
い

ま
す
。
特
に「
社
内
で
の
新
規
事
業
創
出
や
イ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン
促
進
」
や
「
社
外
か
ら
の
客
観
的
な
視
点
の
確

保
」を
目
的
に
副
業
・
兼
業
を
認
め
て
い
る
会
社
も
多

く
あ
り
ま
す
。
従
来
の
日
本
企
業
の
あ
り
方
で
は
、
も

の
の
見
方
や
考
え
方
が
当
該
企
業
の
枠
組
内
に
と
ど
ま

り
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
起
き
に
く
い
、
組
織
が
停
滞

し
環
境
変
化
に
対
応
し
に
く
い
と
い
っ
た
課
題
が
発
生

し
や
す
く
な
る
た
め
、
副
業
・
兼
業
の
推
進
が
解
決
策

の
一
つ
に
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

高
齢
者
雇
用
・
活
躍
推
進
の
観
点
か
ら
も
副
業
・
兼

業
は
有
益
で
す
。
副
業
・
兼
業
を
通
じ
た
知
識
・
ス
キ

ル
の
習
得
が
、
新
た
な
業
務
・
分
野
へ
の
挑
戦
や
業
務

遂
行
能
力
の
維
持
・
向
上
を
促
進
し
、
長
く
働
き
続
け

る
こ
と
へ
プ
ラ
ス
の
影
響
を
与
え
ま
す
。「
本
業
で
従

事
し
て
い
た
企
業
を
定
年
後
に
退
職
し
、
副
業
・
兼
業

し
て
い
た
会
社
で
働
き
続
け
る
」、「
副
業
・
兼
業
で
つ

ち
か
っ
た
ス
キ
ル
や
経
験
を
活
か
し
、
そ
の
道
の
専
門

家
と
し
て
の
業
務
委
託
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
で
、
就

労
機
会
の
確
保
を
実
現
す
る
」、
と
い
っ
た
事
例
も
し

ば
し
ば
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

次
回
は
、「
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
」
に
つ
い
て
解
説

し
ま
す
。

※３　副業・兼業の促進　働き方改革フェーズⅡとエンゲージメント向上を目指して……https://www.keidanren.or.jp/policy/2021/090.html
※４　令和４年就業構造基本調査……https://www.stat.go.jp/data/shugyou/2022/index2.html
※５　副業・兼業に関するアンケート調査結果……https://www.keidanren.or.jp/journal/times/2022/1027_04.html

出典：『副業・兼業に関するアンケート調査結果』一般社団法人日本経済団体連合会、2022 年 10 月 11 日 

※該当する項目を上位３つまで選択する形式　　※社外からの副業・兼業人材の受入を認めている企業45社における比率

社内での新規事業創出やイノベーション促進

人材の確保

特に効果は出ていない

その他

社内風土の転換

地方の企業等との関係構築

都市部の企業等との関係構築

企業イメージの向上

採用競争力の向上

自社で活用できる人脈の獲得

社外からの客観的な視点の確保

自社で活用できる他業種の知見・スキルの習得

習得した他業種の知見・スキルの展開による生産性向上

図表　社外からの受入：認めたことによる効果

53.3％53.3％

42.2％42.2％

35.6％35.6％

24.4％24.4％

17.8％17.8％

17.8％17.8％

4.4％4.4％

4.4％4.4％

0.0％0.0％

0.0％0.0％

0.0％0.0％

8.9％8.9％

4.4％4.4％
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